
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幅

た
が
っ
て
、
政
策
の
羊

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
後
藤
が
明
治
二
十
一
年
か
ら
二
十
二
年
に
か
け
て
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』
に
連
載
し
た
「
職
業
衛
生
法
」
、
帰
国
直
後
の

二
十
五
年
十
二
月
に
大
日
本
私
立
衛
生
会
で
行
な
っ
た
「
疾
病
の
保
険
法
」
と
題
す
る
講
演
、
日
清
戦
争
後
の
二
十
九
年
に
大
日
本
私
立
衛
生

マ
マ

会
第
一
四
回
総
会
で
行
な
っ
た
「
衛
生
と
資
本
」
と
題
す
る
講
演
、
後
藤
の
衛
生
行
政
論
の
「
理
論
の
集
成
的
表
現
と
し
て
重
要
さ
れ
ね
ば
な

（
一
）

ら
な
い
」
と
目
さ
れ
る
明
治
三
十
一
年
の
「
救
済
衛
生
制
度
二
関
ス
ル
意
見
」
と
題
す
る
建
白
害
、
以
上
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
、
後
藤

の
衛
生
行
政
論
の
一
貫
性
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
文
ば
昭
和
六
十
二
年
四
月
の
第
八
八
回
日
本
医
史
学
会
総
会
お
よ
び
六
十
一
年
十
一
月
の
例
会
に
お
い
て
報
告
し
た
内
容
に
検

討
を
加
え
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

後
藤
新
平
の
衛
生
行
政
論
に
つ
い
て
、
彼
の
渡
欧
お
よ
び
日
清
戦
争
の
前
後
で
内
容
が
大
き
く
変
化
し
た
と
す
る
も
の
が
、
従
来
の
見
解
で

っ
た
。
し
か
し
、
個
々
の
問
題
で
の
成
熟
・
発
展
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
衛
生
行
政
論
の
骨
格
、
基
本
的
政
策
思
想
、
し

が
っ
て
、
政
策
の
主
た
る
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
明
治
二
十
年
前
後
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
帰
国
後
も
日
清
戦
争
後
も
変
ら
ず
に
一
貫

は
じ
め
に 後

藤
新
平
の
衛
生
行
政
論
の
一
貫
性
に
っ

蹄
癖
纒
樫
聿
霊
鎚
鐸
咋
一
茎
軸
鍔
謬
李
濡
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
三
日
受
付

い

て

日
野
秀
逸
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後
藤
新
平
の
衛
生
行
政
論
の
、
渡
欧
お
よ
び
日
清
戦
争
の
前
後
に
お
け
る
変
化
の
有
無
に
つ
い
て
、
従
来
の
典
型
的
見
解
は
佐
口
卓
氏
と
野

村
拓
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
佐
口
卓
氏
の
見
解

佐
口
氏
は
『
日
本
社
会
保
険
制
度
史
』
に
お
い
て
、
後
藤
の
帰
国
後
の
発
言
を
検
討
し
、
衛
生
行
政
論
の
骨
格
が
帰
国
後
に
形
成
さ
れ
た
も

の
と
扱
っ
て
い
る
。
ま
ず
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
明
治
二
十
三
年
九
月
に
、
当
時
内
務
省
衛
生
局
技
師
で
あ
っ
た
後
藤
新
平
は
、
『
衛
生
制
度
論
』
な
る
本
を
出
版
し
て
工
業
衛
生
や
社
会

衛
生
を
論
じ
た
が
、
二
十
三
年
か
ら
二
十
五
年
に
か
け
て
外
国
留
学
で
渡
欧
し
、
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
情
を
見
て
多
く
の
示
唆
を
得

て
二
十
五
年
六
月
に
帰
朝
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
の
十
一
月
に
衛
生
局
長
と
な
り
、
十
二
月
二
十
四
日
に
東
京
京
橋
木
挽
町
に
あ
っ
た

厚
生
館
に
お
け
る
大
日
本
私
立
衛
生
会
の
第
九
五
常
会
の
席
上
で
『
労
工
疾
病
保
険
法
』
と
題
す
る
演
説
を
な
し
た
の
で
あ
っ
て
、
疾
病
保

（
一
一
）

険
法
制
定
の
必
要
を
力
説
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」

こ
の
演
説
は
後
に
検
討
す
る
が
、
佐
口
氏
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

「
彼
の
場
合
は
、
他
面
に
お
い
て
労
働
力
の
保
持
培
養
と
い
う
点
を
も
見
落
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
一
歩
前
進
し
た
と
こ
ろ
が
う
か
が

「
分
配
的
な
観
点
の
桑
に
た
つ
こ
と
な
く
、
生
産
的
な
観
点
を
も
あ
わ
せ
考
え
て
お
り
、
富
国
強
兵
と
い
う
明
治
政
府
の
国
是
の
た
め
の

主
張
を
し
て
い
る
。
上
か
ら
の
救
済
を
た
ん
な
る
救
貧
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
素
朴
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
ち
あ
わ
せ
な
ど
で
な
く
、

社
会
経
済
的
に
国
家
的
な
見
地
に
た
つ
の
も
、
彼
が
明
治
政
府
の
高
級
官
僚
で
あ
り
、
社
会
保
険
的
な
疾
病
保
険
を
も
っ
て
色
ど
る
の
は
帰

「
彼
の
場
合
は
、
紬

（
一
二
）

え
る
わ
け
で
あ
る
。
」

一
従
来
の
主
な
見
解
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佐
口
氏
は
、
後
藤
が
衛
生
行
政
を
、

げ
、
新
し
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。

ま
た
、
後
藤
が
貧
民
・
労
働
者
を
治
安
対
策
の
対
象
と
見
な
し
、
衛
生
行
政
の
不
可
欠
の
内
容
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
、
佐
口
氏
は
日
清

戦
争
後
の
情
勢
に
対
応
し
た
認
識
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
佐
口
氏
が
示
し
た
後
藤
の
認
識
の
新
し
さ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
藤
が
留

学
前
に
書
い
た
「
職
業
衛
生
法
」
に
お
い
て
、
明
示
さ
れ
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

（
二
）
野
村
拓
氏
の
見
解

野
村
氏
は
、
「
中
間
層
と
保
健
医
療
」
と
い
う
視
点
か
ら
後
藤
新
平
の
命
価
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
中
産
階
級
以
上
で
な
け
れ
ば
医
療
を
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
、
ま
た
「
相
応
ノ
資
産
ア
ル
者
」
し
か
「
衛
生
法
」
の
対
象
に
は

な
ら
な
い
状
態
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
状
態
を
肯
定
し
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
「
中
等
度
以
下
の
者
は
問
題
外
と
し
て
も
」
と
い
う
科
白
を
は
く
官

（
一
ハ
）

僚
学
者
の
横
行
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
。
そ
の
解
答
は
、
「
ま
だ
基
礎
の
不
安
定
だ
っ
た
明
治
政
府

（
キ
ハ
）

が
、
中
産
階
級
を
反
体
制
運
動
に
対
す
る
安
全
弁
と
考
え
、
中
産
階
級
の
向
背
に
神
経
を
と
が
ら
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
」
と
い

さ
ら
に
、
後
藤
が
伊
莚

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
一
二
）

朝
者
ら
し
い
新
知
識
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」

さ
ら
に
、
後
藤
が
伊
藤
博
文
に
対
し
て
行
な
っ
た
明
治
二
十
八
年
か
ら
三
十
一
年
に
か
け
て
の
一
連
の
建
議
に
言
及
し
つ
つ
、
佐
口
氏
は
次

「
こ
れ
ら
は
、
彼
が
日
清
戦
役
後
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
確
立
と
展
開
に
と
も
な
っ
て
、
貧
富
の
差
が
増
大
し
、
明
治
維
新
後
に
お

け
る
窮
民
と
異
な
る
「
新
し
き
貧
民
」
の
発
生
に
着
目
し
た
こ
と
、
他
方
に
お
い
て
貧
民
Ⅱ
労
働
者
が
生
産
力
の
担
い
手
で
あ
り
、
か
つ
ま

た
、
社
会
主
義
の
主
体
的
勢
力
と
な
る
可
能
性
を
危
険
視
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
施
策
こ
そ
が
日
本
資
本
主
義
の

（
四
）

発
展
で
あ
り
、
富
国
強
兵
の
基
礎
と
も
な
る
こ
と
を
確
信
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

（
五
）

佐
口
氏
は
、
後
藤
が
衛
生
行
政
を
、
労
働
力
政
策
・
生
産
力
政
策
と
し
て
富
国
強
兵
の
内
容
を
な
す
も
の
と
把
握
し
て
い
る
点
を
取
り
上

／●､
、Jノ359



こ
の
後
、
野
村
氏
は
「
生
命
の
価
値
を
考
え
る
場
合
、
国
家
的
な
立
場
、
支
配
者
の
立
場
か
ら
考
え
る
も
の
と
、
個
人
個
人
が
自
分
の
価
値

（
九
）

に
つ
い
て
考
え
る
立
場
」
が
問
わ
れ
、
後
藤
の
命
価
説
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
フ
ァ
ー
は
、
．
人
一
人
の
人

（
九
）

間
の
可
能
性
を
市
民
的
な
立
場
か
ら
算
出
し
た
点
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
」
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
市
民
的
立
場
か
ら
の
人
間
に
対
す

る
価
値
観
が
、
明
治
絶
対
主
義
と
相
容
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
後
藤
新
平
が
フ
ァ
ー
の
思
想
を
、
多
少
歪
め
た
形
で
あ
つ

（
九
）

た
に
せ
よ
「
命
価
説
」
と
し
て
紹
介
・
主
張
し
て
い
る
点
は
評
価
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
野
村
氏
の
立
論
は
、
医
療
政
策
、
衛
生
行
政
の
根
底
に
横
た
わ
る
、
人
間
へ
の
評
価
と
い
う
問
題
を
背
景
と
し
た
、
鋭
い
指
摘
で
あ

（
一
○
）

り
、
Ｈ
・
Ｅ
・
ジ
ゲ
リ
ス
ト
の
問
題
意
識
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
野
村
氏
は
、
後
藤
の
理
論
が
、
留
学
と
日
本
資
本
主
義
の
展
開
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
う

で
盤
の
る
。

う
も
の
で
あ
る
。

（
七
）

右
の
問
題
意
識
か
ら
、
後
藤
の
命
価
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

「
つ
ま
り
当
世
風
に
い
え
ば
、
「
ゼ
’
一
の
と
れ
る
男
」
は
、
そ
れ
だ
け
摂
生
に
気
を
つ
け
、
ス
タ
ミ
ナ
食
を
と
り
、
睡
眠
も
十
分
と
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
ゼ
ニ
の
と
れ
る
男
」
の
衛
生
に
対
す
る
関
心
が
、
お
よ
そ
「
ゼ
ニ
の
と
れ
な
い
男
」
の
生
活
環
境
を
も
改
善
さ
せ
た
の

だ
、
だ
か
ら
衛
生
上
の
問
題
に
お
い
て
も
、
た
よ
り
に
な
る
の
は
、
や
は
り
「
ゼ
’
一
の
と
れ
る
男
」
（
中
等
以
上
ノ
人
物
）
な
の
だ
、
と
い

弓
命
価
説
」
は
「
国
家
衛
生
原
理
」
以
後
の
著
述
に
は
登
場
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
時
代
が
変
っ
た
か
ら
で
す
。
つ
ま

り
日
本
の
産
業
資
本
が
確
立
し
、
労
使
関
係
が
広
汎
に
成
立
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
当
面
の
課
題
は
労
働
者
対
策
と
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て

中
産
階
級
を
安
全
弁
と
見
な
す
社
会
政
策
思
想
は
次
第
に
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
き
ま
す
。
中
産
階
級
を
安
全
弁
と
見
な
す
点
で
は
、
呉
文
聡

の
「
開
化
級
」
「
職
人
級
」
と
い
う
見
方
と
後
藤
新
平
の
「
高
価
の
生
命
」
「
低
価
の
生
命
」
と
い
う
見
方
と
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま

（
八
）

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
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屯

す
。
し
か
し
、
労
資
関
係
が
広
汎
に
成
立
し
、
旧
中
間
層
の
崩
壊
が
は
じ
ま
る
と
、
時
勢
に
敏
感
な
後
藤
新
平
は
、
ド
イ
ツ
で
仕
入
れ
て
来

（
一
一
）

た
ば
か
り
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
疾
病
保
険
を
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
始
め
ま
す
。
」

野
村
氏
の
論
点
は
、
労
働
者
保
護
を
テ
ー
マ
と
し
た
部
分
で
、
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

「
労
働
者
保
護
の
問
題
で
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
や
は
り
後
藤
新
平
で
す
が
、
「
な
ぜ
労
働
者
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
所
論
上
、
ど
う
も
都
合
の
悪
い
点
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
：
…
．
「
中
等
以
上
ノ
人
物
」
が
公
衆
衛

生
上
の
改
善
の
推
進
力
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
あ
り
得
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
の
論
法
で
行
く
と
、
労
働
者
階
級
は
、
明
ら
か
に

「
低
価
ノ
性
命
」
し
か
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
彼
の
よ
う
に
理
詰
め
で
労
働
者
の
保
護
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
ど
う
も

具
合
の
悪
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
理
論
の
転
換
が
起
っ
て
、
爾
後
「
命
価
説
」
は
、
彼
の
所
論
の
な
か
で

別
の
著
書
で
は
、
も
っ
と
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
「
低
価
ノ
性
命
ヲ
有
ス
ル
賤
民
」
を
さ
げ
す
ん
だ
同
じ
後
藤
新
平
が
、
明
治
三
十
年
五
月
二
十
八
日
の
「
帝
国
施
療
院
設
立
費
外
五
件
予

算
編
入
之
議
二
付
伺
」
の
な
か
で
は
、
「
生
産
力
ノ
由
テ
生
ス
ル
所
〈
彼
ノ
賤
民
労
働
者
ノ
健
康
ニ
在
リ
テ
存
ス
」
と
い
っ
て
い
る
。
社
会

の
余
計
者
で
あ
っ
た
賤
民
が
、
一
躍
、
生
産
力
の
担
い
手
に
出
世
し
た
の
で
あ
る
。

後
藤
新
平
に
見
ら
れ
る
一
種
の
理
論
転
換
は
、
日
本
社
会
の
変
動
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
明
治
政
府
の
施
策
の
変
遷
を
反
映
す
る
も
の
と
い

（
一
一
一
）

は
登
場
し
な
く
な
り
ま
す
。
」

シ
え
』
Ｉ
令
ク
０

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
野
村
氏
は
、
後
藤
の
理
論
が
、
ド
イ
ツ
留
学
と
、
日
本
社
会
の
変
動
Ⅱ
日
清
戦
争
後
の
産
業
資
本
の
確
立
と
労
資
関

明
治
前
半
期
に
見
ら
れ
た
貧
民
・
賤
民
・
不
平
分
子
に
対
す
る
安
全
弁
と
し
て
の
中
産
階
級
保
護
政
策
、
こ
れ
が
新
し
く
形
成
さ
れ
つ
つ

あ
る
労
働
者
階
級
を
対
象
と
す
る
政
策
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
政
治
的
嗅
覚
の
優
れ
た
後
藤
新
平
の
理
論
転
換
は
当
然
の
こ

（
一
二
一
）

と
と
い
え
よ
う
。
」
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（
一
）
当
時
の
労
働
者
保
護
・
社
会
保
険
へ
の
認
識

後
藤
新
平
は
、
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』
の
第
六
三
号
か
ら
六
六
号
（
明
治
二
十
一
年
）
、
第
六
八
号
（
明
治
二
十
二
年
）
に
五
回
に
わ

た
っ
て
、
「
職
業
衛
生
法
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
た
。

社
会
保
険
あ
る
い
は
疾
病
保
険
と
い
う
側
面
で
見
れ
ば
、
留
学
よ
り
帰
国
し
た
明
治
二
十
五
年
六
月
の
ち
ょ
う
ど
半
年
後
に
行
っ
た
講
演

「
疾
病
の
保
険
法
」
が
有
名
か
つ
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
藤
が
衛
生
行
政
論
あ
る
い
は
社
会
政
策
論
の
全
体
像
を
形
成
し
て
い
く
．
プ
ロ
セ

ス
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
「
職
業
衛
生
法
」
の
意
義
は
よ
り
重
要
で
あ
る
。

（
一
ｍ
隆
」

二
五
）
（
一
六
）

先
見
性
の
先
見
性
た
る
所
以
は
、
未
だ
産
業
革
命
が
完
了
せ
ず
、
産
業
資
本
も
確
立
せ
ず
、
労
働
組
合
運
動
の
本
格
的
発
展
も
見
ら
れ
な
い
う

ち
に
、
右
記
の
よ
う
な
労
働
者
に
対
す
る
総
合
的
施
策
を
提
起
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
人
の
労
働
問
題
や
社
会

（
一
七
）

問
題
に
対
す
る
認
識
が
本
格
化
す
る
以
前
に
「
職
業
衛
生
法
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
政
策
論
を
提
示
し
え
た
と
こ
ろ
に
、
後
藤
の
先
見
性
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
時
勢
の
動
き
の
あ
と
を
追
っ
て
素
早
く
理
論
転
換
を
は
か
る
よ
う
な
変
り
身
の
早
さ
を
後
藤
が
示
し
た

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
佐
［

を
確
認
し
た
。

係
の
広
汎
な
成
立
Ⅱ
を
契
機
に
、
転
換
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
後
藤
は
、
後
に
見
る
ご
と
く
、
留
学
以
前
の
「
職
業
衛
生
法
」
に
お
い
て
、
労
資
問
題
の
激
化
を
先
見
し
、
労
働
者
・
貧
民
こ
そ

が
富
の
源
で
あ
る
と
把
握
し
、
生
産
力
向
上
の
視
点
と
治
安
対
策
の
両
面
を
兼
備
し
た
政
策
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

（
一
四
）
（
一
五
）
（
一
六
）

先
見
性
の
先
見
性
た
る
所
以
は
、
未
だ
産
業
革
命
が
完
了
せ
ず
、
産
業
資
本
も
確
立
せ
ず
、
労
働
組
合
運
動
の
本
格
的
発
展
も
見
ら
れ
な
い
う

ち
に
、
右
記
の
よ
う
な
労
働
者
に
対
す
る
総
合
的
施
策
を
提
起
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
人
の
労
働
問
題
や
社
会

（
一
七
）

問
題
に
対
す
る
認
識
が
本
格
化
す
る
以
前
に
「
職
業
衛
生
法
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
政
策
論
を
提
示
し
え
た
と
こ
ろ
に
、
後
藤
の
先
見
性
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
時
勢
の
動
き
の
あ
と
を
追
っ
て
素
早
く
理
論
転
換
を
は
か
る
よ
う
な
変
り
身
の
早
さ
を
後
藤
が
示
し
た

（
一
八
）

他
の
多
く
の
研
究
者
も
、
ほ
ぼ
佐
口
、
野
村
両
氏
の
論
点
と
類
似
の
見
解
で
あ
る
。

二
「
職
業
衛
生
法
」
の
内
容
と
評
価

佐
口
氏
と
野
村
氏
が
提
示
し
て
い
る
、
後
藤
の
衛
生
行
政
論
、
政
策
論
の
留
学
前
後
、
日
清
戦
争
前
後
の
変
化
と
い
う
典
型
的
論
点
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ま
ず
手
続
き
と
し
て
必
要
な
こ
と
は
、
明
治
二
十
一
年
頃
の
日
本
に
お
け
る
労
働
者
保
護
や
社
会
保
険
を
め
ぐ
る
認
識
状
態
の
確
認
で
あ

る
。
こ
の
点
で
は
、
庭
田
範
秋
氏
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
一
年
末
ま
で
に
新
聞
に
あ
ら
わ
れ
た
労
働
保

険
、
疾
病
保
険
の
紹
介
は
認
三
編
の
拳
で
あ
る
。

「
以
上
三
編
の
『
明
治
日
報
』
に
お
け
る
独
逸
労
働
保
険
の
紹
介
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
は
分
量
の
少
な
い
断
片
的
な
簡
単
な
報
道
に
過

ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
も
ド
イ
ツ
労
働
保
険
の
性
格
を
朧
げ
な
が
ら
も
推
測
せ
し
む
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
『
明
治
日
報
』
一

（
一
九
）

紙
に
限
ら
れ
、
四
年
間
に
三
編
と
は
あ
ま
り
に
少
な
き
に
過
ぎ
る
」

な
お
、
こ
れ
ら
の
『
明
治
日
報
』
の
報
道
で
は
、
「
力
役
者
強
迫
保
険
」
（
明
治
十
四
年
）
、
「
職
工
禍
災
保
険
議
案
」
（
明
治
十
六
年
）
、
「
不

時
の
災
難
に
罹
り
死
亡
し
若
し
く
は
負
傷
し
た
る
工
人
の
救
助
に
関
す
る
修
正
議
案
」
（
明
治
十
七
年
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
疾
病
保
険
は
明

示
的
に
は
報
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

雑
誌
に
目
を
転
じ
よ
う
。
明
治
二
十
一
年
に
『
東
京
経
済
雑
誌
』
が
老
齢
廃
疾
年
金
の
成
立
に
つ
い
て
紹
介
し
、
「
強
迫
的
の
保
険
に
よ
り

（
二
○
）

て
貧
民
の
状
態
を
改
良
し
不
平
の
激
動
を
鎮
圧
せ
ん
と
の
目
的
」
で
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
紹
介
し
て
い
る
。

明
治
二
十
一
年
に
後
藤
が
「
職
業
衛
生
法
」
を
執
筆
す
る
頃
ま
で
の
報
道
は
、
佐
口
氏
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
疾
病
保
険
が
含
ま
れ
て
い
な

（
一
一
一
）

い
こ
と
、
強
迫
的
保
険
Ⅱ
職
工
保
険
が
貧
民
に
対
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
論
調
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
社
会
保
険
が
「
社
会
党
ノ
増
進
ヲ
制
限
シ
得
ル
」
（
『
明
治
日
報
」
、
明
治
十
四
年
）
も
の
と
し
て
、
貧
民
の
「
不
平
の
激
動
を
鎮

圧
せ
ん
と
の
目
的
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

（
一
一
一
一
）

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
事
実
、
社
会
保
険
は
社
会
主
義
運
動
を
鎮
め
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
は
。
プ
ロ
イ
セ
ン
的
王
制
の
維
持
と
い
う
課
題
を
担
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
鎮
圧
法
が
そ
の
政
治

的
社
会
的
担
い
手
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
は
経
済
的
社
会
的
担
い
手
で
あ
っ
て
、
相
互
に
密
接
な
不
可
分
の
関
係
に
お
か
れ
る
べ
き
も

（
一
一
一
二
）

の
」
な
の
で
あ
っ
た
。

、
ノ７／
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開
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
労
働
者
保
護
は
、
治
安
対
策
的
側
面
を
有
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
積
極
的
に
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
の
不
可
欠
の
部
分
を
な
す

と
し
て
、
惰
民
論
や
時
期
尚
早
論
に
応
え
た
の
で
あ
る
。

「
然
ル
ー
職
工
ノ
疾
病
保
険
ニ
在
テ
ハ
上
等
社
会
ノ
保
険
ト
混
同
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
疾
病
保
険
ニ
在
テ
最
恐
ル
ヘ
キ
ハ
怠
惰
ノ
職
工
動
モ

（
二
四
）

ス
レ
ハ
疾
病
ヲ
偽
り
保
険
金
一
一
依
テ
安
逸
ノ
生
計
ヲ
営
マ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
・
」

以
上
の
よ
う
に
、
後
藤
が
「
職
業
衛
生
法
」
を
執
筆
し
た
当
時
の
、
労
働
者
保
護
や
社
会
保
険
を
め
ぐ
る
新
聞
や
雑
誌
の
論
調
は
、
①
疾
病

保
険
を
見
落
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
②
貧
困
対
策
・
救
済
策
と
見
な
す
こ
と
、
③
治
安
対
策
と
見
な
す
こ
と
、
④
惰
民
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と

見
な
す
こ
と
、
を
一
般
的
特
徴
と
し
て
お
り
、
総
じ
て
消
極
的
施
策
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。

（
二
）
「
職
業
衛
生
法
」
の
構
成

「
職
業
衛
生
法
」
は
五
回
連
載
、
合
計
六
十
・
ヘ
ー
ジ
に
及
ん
で
い
る
。
概
要
を
示
し
て
お
く
。

（
二
五
）

第
六
三
号
掲
載
分
は
総
論
部
分
で
あ
る
。
と
く
に
、
高
島
炭
坑
事
件
を
重
視
し
、
執
筆
動
機
が
労
働
問
題
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
欧
米
に
比
し
て
日
本
の
労
働
者
保
護
行
政
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
、
そ
の
理
論
的
、
政
策
論
的
原
因
を
除
去
す
べ
く
議
論
を
展

明
治
二
十
一
年
頃
ま
で
の
社
会
保
険
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
は
、
治
安
対
策
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
後
藤
新
平
は
、
社
会
保
険
、
労
働
者
疾
病
保
険
を
含
む
労
働
者
保
護
を
、
治
安
対
策
と
し
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
積
極

的
に
、
明
治
国
家
の
国
是
た
る
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
に
不
可
欠
な
社
会
的
装
置
と
し
て
と
ら
え
た
。

当
時
の
社
会
保
険
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
論
調
は
、
惰
民
促
進
論
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
明
治
十
九
年
に
独
逸
学
協
会
か
ら
出
版
さ
れ
た

『
行
政
講
義
録
商
工
政
策
論
・
第
四
号
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ド
ク
ト
ル
・
ラ
ー
ト
ゲ
ン
講
述
「
職
工
保
険
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
○
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具
体
的
に
言
え
ば
、
健
声

業
時
間
の
制
、
で
あ
る
。

第
六
五
号
掲
載
分
は
、
前
号
の
内
容
を
と
く
に
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
で
、
「
直
接
職
工
保
護
規
則
」
の
項
が
記
述

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
危
険
な
作
業
を
行
う
職
場
に
つ
い
て
の
独
自
の
法
律
や
制
度
を
扱
っ
て
い
る
。
続
い
て
「
製
造
場
二
於
ク
ル
医
術
的
保

助
」
の
項
が
続
く
。
六
五
号
の
最
後
は
「
職
工
住
居
」
で
あ
り
、
労
働
者
住
宅
施
策
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
六
六
号
掲
載
分
は
、
「
職
工
住
居
」
の
続
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
六
八
号
（
六
七
号
に
は
休
載
。
六
八
号
よ
り
明
治
二
十
二
年
）
掲
載
分
も
、
「
職
工
住
居
」
の
続
き
か
ら
始
ま
る
。
六
八
号
で
は
ド
イ
ツ

に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
「
職
工
ノ
食
物
」
に
移
る
。
全
体
の
最
後
が
、
「
職
工
ノ
為
二
設
ク
ル
補
助
ノ
法
」
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
「
養
老
補
助
金
」
、
「
廃
疾
補
助
金
、
「
療
病
補
助
金
」
の
三
つ
の
、
共
済
組
合
保
険
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
三
種
が
、
ビ
ス
マ

ル
ク
保
険
の
三
つ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
他
言
を
要
さ
な
い
。

（
三
）
生
産
力
説
ｌ
富
国
強
再

後
藤
の
「
職
業
衛
生
法
」
を
曇

も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
治
安
維
注

後
藤
の
論
理
は
こ
う
で
あ
る
。

第
六
四
号
掲
載
分
は
、
産
業
衛
生
、
労
働
安
全
施
策
に
つ
い
て
、
欧
米
の
文
明
国
毎
に
紹
介
し
て
い
る
。
公
害
対
策
に
も
言
及
し
て
い
る
。

体
的
に
言
え
ば
、
健
康
に
害
を
与
え
る
営
業
の
許
可
・
免
許
の
制
、
視
察
・
巡
視
の
制
、
操
業
者
保
護
、
操
業
者
の
男
女
の
年
齢
の
制
、
操

「
抑
衛
生
〈
開
明
世
界
二
於
ケ
ル
栄
名
ノ
虚
器
二
非
ラ
ス
必
要
ノ
実
事
ナ
リ
此
学
ヲ
講
ス
ル
モ
ノ
モ
唯
空
理
ヲ
談
シ
テ
実
理
ヲ
願
ミ
サ
ル

モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
理
財
ヲ
軽
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
此
術
ヲ
説
ク
モ
ノ
徒
二
虚
器
ヲ
擁
シ
テ
殖
産
ヲ
害
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
興
業

ヲ
妨
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
就
中
製
作
業
二
関
ス
ル
衛
生
法
〈
実
利
ヲ
主
ト
シ
理
財
ノ
源
ヲ
深
フ
シ
仁
慈
ノ
心
ヲ
厚
シ
殖
産
ヲ
助
ヶ
興
業
ヲ

生
産
力
説
ｌ
富
国
強
兵
と
啓
蒙

「
職
業
衛
生
法
」
を
貫
く
基
本
的
発
想
は
、
労
働
者
保
護
が
、
総
じ
て
衛
生
施
策
が
、
生
産
力
を
増
強
さ
せ
富
国
強
兵
を
も
た
ら
す

る
こ
と
と
、
治
安
維
持
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
統
一
的
に
把
握
し
、
積
極
的
な
施
策
と
し
て
打
ち
出
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

ベ
ノ９

〆
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（
一
エ
ハ
）

進
ル
ー
在
り
宴
二
生
命
〈
理
財
ノ
最
上
資
本
ニ
シ
テ
職
業
衛
生
法
〈
殖
産
興
業
ヲ
助
長
ス
ル
生
気
タ
リ
温
熱
タ
リ
又
雨
露
タ
リ
」

こ
の
よ
う
に
、
一
般
論
と
し
て
衛
生
施
策
が
殖
産
興
業
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
か
ら
、
今
度
は
貧
民
・
労
働
者
保
護
と
い
う

具
体
的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
を
、
生
産
力
増
大
と
い
う
視
点
か
ら
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

「
職
工
若
ク
ハ
坑
夫
ノ
保
護
二
到
テ
ハ
頗
ル
不
完
全
ナ
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ス
蓋
此
等
ノ
労
役
者
ノ
如
キ
生
活
物
〈
之
ヲ
保
護
セ
ン
モ
社
会

ノ
為
二
何
ノ
用
ヵ
之
ア
ラ
ン
ャ
ト
云
ハ
シ
ム
ヘ
キ
者
ナ
キ
ニ
非
ラ
ス
然
し
ト
モ
退
テ
熟
考
セ
ハ
決
シ
テ
否
ラ
ス
之
ヲ
集
合
セ
ハ
大
ナ
ル
生
産

カ
ヲ
発
ス
ヘ
ク
王
公
ノ
富
源
モ
亦
此
貧
賤
ナ
ル
労
役
社
会
ニ
在
ル
ー
非
ス
ャ
英
国
ノ
富
〈
貧
民
ニ
在
リ
ト
嘉
二
知
言
卜
云
フ
ヘ
シ
由
是
観
之

職
業
衛
生
制
度
ヲ
設
ケ
テ
労
役
者
ヲ
保
護
シ
衛
生
巡
閲
官
ヲ
設
ヶ
製
作
場
ヲ
検
閲
セ
シ
ム
ル
ハ
邦
国
ノ
富
強
ヲ
致
ス
ヘ
キ
本
源
ヲ
培
養
ス
ル

（
二
七
）

モ
ノ
ニ
シ
テ
豈
一
ニ
ノ
労
役
者
二
私
恩
ヲ
施
ス
者
ナ
ラ
ン
ャ
」

労
働
者
保
護
が
、
生
産
力
増
大
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
文
章
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
無
い
。

改
め
て
次
の
二
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
は
、
後
藤
が
、
労
働
者
保
護
の
必
要
性
を
、
世
の
指
導
層
、
読
書
層
、
と
り
わ
け
医
学
界
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
当
時
の
労
働
者
保

護
や
社
会
保
険
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
欠
落
し
て
い
た
、
国
是
た
る
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
に
と
っ
て
こ
そ
労
働
者
保
護
が
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
論
点
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
も
つ
啓
蒙
的
意
義
は
大
き
い
。

第
二
は
、
後
藤
が
、
社
会
の
富
の
源
泉
は
労
働
者
に
あ
る
と
い
う
、
・
労
働
価
値
説
的
把
握
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
点
は
、
そ
の
後
、
留
学
後
も
、
日
清
戦
争
後
も
変
ら
ず
に
後
藤
の
衛
生
行
政
論
の
柱
を
な
す
。

次
に
、
後
藤
は
、
当
時
有
力
で
あ
っ
た
、
労
働
者
保
護
時
期
尚
早
論
や
不
用
論
、
そ
の
根
拠
た
る
、
日
本
労
資
関
係
特
殊
論
を
批
判
す
る
。

こ
の
批
判
は
、
治
安
対
策
的
側
面
を
論
ず
る
と
き
に
、
よ
り
一
層
明
瞭
に
提
示
さ
れ
る
。

「
論
者
常
二
日
ク
日
本
〈
貧
弱
国
ナ
リ
欧
米
諸
国
ノ
如
キ
衛
生
法
ヲ
行
う
コ
ト
能
ハ
ス
宜
ク
先
殖
産
興
業
ヲ
奨
励
ス
ヘ
シ
ト
其
言
理
無
キ

ー
非
ラ
ス
然
し
ト
モ
貧
弱
ノ
国
卜
錐
ト
モ
尚
ホ
生
活
セ
ル
人
類
ノ
集
合
ナ
リ
死
者
ノ
集
合
二
非
ラ
サ
ル
ナ
リ
今
夫
レ
邦
国
ノ
富
強
ヲ
図
ル
モ

（10）
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「
試
一
一
思
へ
人
貧
困
ナ
リ
ト
錐
モ
亦
筍
モ
生
ヲ
有
ス
ル
者
一
一
非
ス
ャ
既
二
生
ヲ
有
ス
ル
上
ハ
貧
人
相
応
ノ
衛
生
法
ナ
ヵ
ル
ヘ
ヵ
ラ
ス
国
貧

マ
マ

弱
ナ
リ
ト
錐
ト
モ
猶
生
霊
ノ
集
合
セ
ル
国
家
ニ
ア
ラ
ス
ャ
、
ナ
ド
テ
衛
生
法
ヲ
要
セ
サ
ラ
ン
然
ラ
ハ
則
殖
産
興
業
ヲ
奨
励
ス
ル
ノ
国
一
一
於
テ

（
二
九
）

筍
モ
開
物
成
務
ノ
績
ヲ
致
サ
ン
ト
欲
セ
ハ
職
業
衛
生
制
度
ノ
必
要
ナ
ル
ャ
明
カ
ナ
リ
」

後
藤
の
論
理
は
明
瞭
で
あ
る
。
国
の
富
強
を
な
す
の
は
生
き
た
人
間
、
と
り
わ
け
貧
困
な
労
働
者
で
あ
り
、
そ
の
保
護
施
策
を
怠
れ
ば
、
労

働
力
の
枯
渇
を
招
来
す
る
。
労
働
者
保
護
施
策
な
く
し
て
殖
産
興
業
も
あ
り
え
な
い
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
生
産
力
の
増
強
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
く
り
返
し
、
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
後
藤
の
主
張
は
、
労
働
者
保

護
や
社
会
保
険
を
消
極
的
な
貧
民
救
済
策
と
理
解
し
て
い
た
当
時
の
世
論
を
考
慮
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
先
駆
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
明
治
中
期
の
絶
対
主
義
国
家
日
本
の
基
本
路
線
で
あ
る
殖
産
興
業
に
と
っ
て
、
労
働
者
保
護
や
社
会
保
険
（
共
済
保
険
を
含
め
て
）

が
不
可
欠
で
あ
る
と
論
ず
る
後
藤
の
主
張
は
、
有
効
な
る
啓
蒙
性
、
説
得
性
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
四
）
治
安
対
策
と
し
て
の
衛
生
行
政

後
藤
の
「
職
業
衛
生
法
」
に
お
い
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
衛
生
施
策
の
必
要
性
が
、
生
産
力
増
強
と
い
う
面
か
ら
の
必
然
性
と
と
も
に
、
治

安
対
策
、
階
級
闘
争
対
策
と
い
う
面
か
ら
の
必
然
性
も
あ
わ
せ
て
含
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
当
時
の
労
働
者
保
護
不
用
論
や
尚
早
論
の
論
拠
と
さ
れ
て
い
た
、
日
本
で
は
貧
富
の
差
が
小
さ
い
の
で
、
階
級
闘
争
は
発
生
し
な

い
、
あ
る
い
は
発
展
し
な
い
と
の
説
を
批
判
す
る
。

「
論
者
又
日
ク
日
本
ハ
貧
富
平
均
ノ
国
ナ
リ
故
二
欧
米
ノ
如
ク
資
本
家
ト
労
役
者
ト
ノ
懸
隔
ヲ
来
シ
労
役
者
ヲ
虐
待
ス
ル
コ
ト
ノ
憂
ナ
シ

（
二
八
）

徒
二
異
ナ
ラ
ス
」

ノ
モ
其
生
霊
ナ
リ
邦
国
ノ
富
強
ヲ
致
ス
モ
ノ
モ
亦
此
生
霊
ナ
リ
然
ル
ー
全
ク
衛
生
法
ヲ
捨
テ
坐
殖
産
興
業
ヲ
望
ム
モ
其
目
的
ヲ
大
成
シ
得
へ

カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
此
論
者
ノ
如
キ
殖
産
興
業
家
〈
宛
モ
ー
時
一
一
桑
林
ノ
葉
ヲ
払
上
尽
ス
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
来
年
ヲ
思
ハ
ス
其
培
養
ヲ
顧
ミ
サ
ル
ノ
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今
之
ヲ
設
ル
ハ
却
テ
法
律
ヲ
以
テ
虐
待
ヲ
招
キ
苛
役
ヲ
促
ス
｜
一
似
タ
リ
労
役
者
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
法
今
日
二
必
要
二
非
サ
ル
ナ
リ
漸
ク
殖
産
興

業
ヲ
誘
導
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
秋
二
於
テ
製
造
場
工
作
場
ノ
設
立
二
関
ス
ル
制
度
ヲ
設
ヶ
衛
生
巡
視
官
ヲ
置
ク
カ
如
キ
ハ
大
一
一
殖
産
興
業
一
一
妨
害

マ
マ

ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
此
説
ャ
宴
二
遠
慮
ナ
ク
シ
テ
近
憂
ヲ
生
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
ャ
近
日
新
聞
紙
上
切
リ
ニ
高
嶋
石
炭
坑
惨
状
ノ
事
ヲ

（
三
○
）

伝
う
此
事
未
タ
俄
カ
ニ
信
ヲ
置
ク
能
ハ
サ
レ
ト
モ
若
シ
信
ナ
リ
ト
セ
ン
カ
段
鑑
遠
力
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

後
藤
が
「
職
業
衛
生
法
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
直
接
的
動
機
と
な
っ
た
の
が
、
高
島
炭
坑
で
の
労
働
者
虐
役
と
、
そ
れ
に
対

す
る
労
働
者
の
反
抗
で
あ
っ
た
。
後
藤
は
、
高
島
炭
坑
を
例
と
し
つ
つ
、
日
本
の
労
資
関
係
は
安
定
し
て
い
る
と
い
う
「
前
提
」
そ
の
も
の
に

疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
労
働
者
保
護
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
。

次
い
で
、
同
じ
く
高
島
炭
坑
を
例
示
し
つ
つ
、
少
な
く
と
も
衛
生
的
施
策
に
お
い
て
は
欠
け
て
い
る
と
論
ず
る
。

「
彼
ノ
高
島
炭
坑
ノ
事
吾
人
〈
新
聞
紙
上
報
道
ス
ル
所
ヲ
聞
キ
棟
然
ト
シ
テ
戦
懐
シ
坐
二
側
隠
ノ
感
ヲ
催
サ
上
ル
ヲ
得
ス
其
果
シ
テ
信
ナ

リ
ャ
否
ャ
未
タ
証
言
シ
能
〈
ス
ト
雛
モ
一
般
衛
生
上
ノ
景
況
ヨ
リ
推
ス
ト
キ
ハ
他
ノ
コ
ト
ハ
暫
ク
措
キ
衛
生
的
ノ
欠
典
〈
決
シ
テ
之
無
シ
ト

続
い
て
後
藤
は
、
経
済
的
競
毎

て
、
労
働
者
保
護
を
提
唱
す
る
。

（
一
二
一
）

保
証
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

「
職
業
衛
生
制
度
ヲ
必
要
ト
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
社
会
ノ
進
化
卜
万
有
学
ノ
進
歩
ト
ノ
勢
自
ラ
然
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ァ
レ
ハ
ナ
リ

（
一
二
一
一
）

夫
レ
社
会
ノ
進
化
〈
人
を
希
望
ス
ル
所
ナ
リ
・
・
・
…
西
哲
日
ク
文
明
ト
仁
慈
ト
ハ
相
伴
う
能
ハ
ス
」

「
今
職
業
衛
生
法
ノ
必
要
ナ
ル
原
因
モ
亦
此
二
存
ス
レ
ハ
ナ
リ
乞
う
着
ョ
欧
米
諸
国
二
於
テ
奴
隷
解
放
ヲ
実
行
ス
ル
ノ
議
ア
ル
ニ
モ
抱
く

ラ
ス
人
為
徳
義
ヲ
棄
テ
自
利
競
争
ノ
念
益
熾
ニ
シ
テ
貧
富
ノ
懸
隔
日
二
甚
シ
ク
資
本
家
〈
金
カ
ヲ
以
テ
職
工
ヲ
抑
制
シ
甚
キ
ハ
社
会
党
ト
ナ

マ
マ

リ
共
産
党
ト
ナ
リ
国
家
ノ
安
寧
ヲ
害
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
屡
々
之
ア
リ
近
来
ノ
独
逸
国
宰
相
ビ
ス
マ
ー
ク
氏
ガ
職
工
災
難
保
険
条
例
ヲ
発
シ
タ

ル
政
略
ノ
如
キ
其
他
各
国
二
於
テ
製
作
場
ニ
ハ
婦
人
児
童
ノ
使
役
ヲ
寛
ニ
ス
ル
ノ
法
律
ヲ
設
ケ
タ
ル
カ
如
キ
皆
以
テ
其
精
神
ノ
存
ス
ル
所
ヲ

経
済
的
競
争
の
激
化
や
労
資
対
立
の
激
化
を
不
可
避
的
な
も
の
と
把
握
し
、
そ
の
予
防
策
と
し
て
あ
る
い
は
緩
和
策
と
し
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察
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
本
邦
ニ
在
テ
ハ
資
本
家
労
役
者
ノ
間
懸
隔
少
ク
紛
争
ヲ
醸
ス
ヘ
キ
虞
ナ
シ
ト
安
心
ス
ル
モ
ノ
ァ
レ
ト
モ
社
会
ノ
進
化
ヨ
リ

（
一
二
一
二
）

来
ル
此
影
響
〈
早
晩
免
ル
ヘ
カ
ラ
ス
否
已
一
一
吾
人
ノ
目
前
一
一
迫
レ
ル
者
ア
ル
ニ
非
ラ
ス
ャ
」

く
り
返
し
に
な
る
が
、
後
藤
は
、
明
治
二
十
一
年
の
時
点
で
、
労
働
者
を
対
象
と
す
る
施
策
の
必
要
性
を
明
瞭
に
把
握
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
後
藤
は
、
日
本
に
お
け
る
労
資
の
階
級
対
立
激
化
を
「
社
会
ノ
進
化
ヨ
リ
来
ル
」
と
こ
ろ
の
不
可
避
的
な
も
の
と
見
な
し
、

労
働
者
が
「
社
会
党
ト
ナ
リ
共
産
党
ト
ナ
リ
国
家
ノ
安
寧
ヲ
害
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
」
を
防
ぐ
た
め
に
、
労
働
者
保
護
施
策
の
実
施
を
、
い
ち
早

く
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

（
五
）
「
職
業
衛
生
法
」
へ
の
評
価

す
で
に
、
行
論
の
つ
い
で
に
、
「
職
業
衛
生
法
」
へ
の
評
価
を
、
そ
し
て
後
藤
へ
の
評
価
を
、
個
々
の
論
点
に
関
し
て
述
べ
て
き
た
。
あ
ら

た
め
て
、
．
従
来
の
主
な
見
解
」
に
お
い
て
確
認
し
た
内
容
に
対
応
さ
せ
て
、
後
藤
お
よ
び
「
職
業
衛
生
法
」
へ
の
評
価
を
述
べ
て
お
く
。

佐
口
卓
氏
の
場
合
は
、
後
藤
が
、
留
学
お
よ
び
日
清
戦
争
後
の
情
勢
を
経
て
獲
得
し
た
新
し
い
も
の
こ
そ
、
衛
生
行
政
の
も
つ
労
働
力
政

策
・
生
産
力
政
策
・
富
国
強
兵
策
的
内
容
と
治
安
対
策
的
内
容
の
把
握
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。

野
村
拓
氏
の
場
合
は
、
後
藤
の
政
策
理
論
が
、
留
学
と
日
清
戦
争
後
の
産
業
資
本
確
立
お
よ
び
労
資
関
係
の
広
汎
な
成
立
を
契
機
に
転
換

し
、
政
策
の
対
象
が
中
流
層
か
ら
労
働
者
階
級
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
職
業
衛
生
法
」
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
後
藤
は
明
治
二
十
三
年
か
ら
二
十
五
年
の
留
学
、
二
十
七
年
か

ら
二
十
八
年
の
日
清
戦
争
に
先
だ
っ
て
、
明
治
二
十
一
年
の
段
階
で
、
労
働
者
・
貧
民
を
対
象
と
す
る
労
働
者
保
護
政
策
を
、
生
産
力
政
策
・

富
国
強
兵
策
と
し
て
の
内
容
と
、
治
安
対
策
の
内
容
と
を
含
む
も
の
と
把
握
し
、
系
統
的
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
課
題
で
あ
る
、
後
藤
新
平
の
衛
生
行
政
論
の
一
貫
性
の
論
証
の
う
ち
、
従
来
の
転
換
説
の
不
成
立
を
論
証
し
た
。

な
お
、
後
藤
の
衛
生
行
政
論
に
対
す
る
ビ
ス
マ
ル
ク
の
影
響
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
労
働
者
を
対
象
と
す
る
政
策
に
つ
い
て
言
え
ば
、
む
し
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ろ
後
藤
の
方
が
ビ
ス
マ
ル
ク
を
超
え
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
保
険
構
想
は
、
労
働
の
場
に
お
け
る
労
働
者

（
三
四
）

保
護
立
法
と
切
り
離
さ
れ
て
い
た
し
、
ピ
ス
マ
ル
ク
自
身
が
労
働
の
場
に
お
け
る
労
働
者
保
護
立
法
の
反
対
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
藤
に

あ
っ
て
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
労
働
の
場
に
お
け
る
労
働
者
保
護
も
、
「
職
業
衛
生
法
」
の
重
要
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
後
藤
は
た
ん

な
る
ビ
ス
マ
ル
ク
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
藤
は
留
学
を
終
え
て
明
治
二
十
五
年
六
月
十
日
に
帰
国
し
た
。
同
年
十
二
月
二
十
四
日
に
、
大
日
本
私
立
衛
生
会
第
九
五
常
会
の
席
上
に

（
三
五
）

お
い
て
、
「
疾
病
の
保
険
法
」
と
題
す
る
演
説
を
行
な
っ
た
。

（
三
ヱ
ハ
）

「
疾
病
の
保
険
法
」
の
内
容
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
は
「
疾
病
保
険
法
が
、
何
ぜ
今
日
必
要
に
迫
っ
て
来
た
か
と
云
ふ
こ
と
」
で
あ

る
。
第
二
は
保
険
原
理
の
説
明
と
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
法
の
紹
介
お
よ
び
外
国
の
学
説
や
経
験
の
紹
介
で
あ
る
。

第
一
の
部
分
が
、
後
藤
の
問
題
意
識
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
冒
頭
で
、
後
藤
は
「
職
業
衛
生
法
」
と
の
連
続
性
を
自
認
し
て
い
る
。

「
抑
々
疾
病
保
険
の
事
は
仮
令
其
一
斑
又
は
一
部
分
に
せ
よ
之
を
論
じ
ま
し
た
こ
と
は
、
明
治
廿
一
年
本
会
の
雑
誌
第
六
一
二
号
よ
り
第

（
一
一
エ
ハ
）

六
八
号
ま
で
、
私
が
掲
げ
ま
し
た
職
業
衛
生
法
と
云
ふ
中
に
、
散
見
し
て
居
る
の
が
噴
矢
で
あ
り
ま
す
。
」

次
い
で
、
高
島
炭
坑
の
例
を
引
き
つ
つ
、
疾
病
保
険
法
が
必
要
な
理
由
を
労
働
問
題
に
も
と
め
て
い
る
。

後
藤
新
平
の
衛
生
行
政
論
は
、
留
学
後
も
日
清
戦
争
後
も
、
基
本
的
に
変
ら
ず
、
一
貫
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
後
藤
の
発
言
を
跡
づ

け
よ
う
。

（
一
）
「
疾
病
の
保
険
法
」

三
留
学
後
、
日
清
戦
争
後
の
衛
生
行
政
論
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「
社
会
と
云
ふ
者
は
、
唯
人
間
が
寄
り
集
っ
た
か
ら
社
会
と
云
ふ
訳
で
は
な
い
。
生
活
力
、
財
産
其
他
智
識
分
配
の
度
の
同
じ
か
ら
ざ
る

人
倉
が
寄
っ
て
、
段
階
の
あ
る
様
な
団
体
を
成
す
に
到
り
た
る
も
の
を
以
て
、
始
め
て
社
会
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
富
の
分
配
、
智
識
の

（
三
八
）

分
配
、
生
活
力
の
分
配
が
平
等
に
行
く
べ
き
も
の
で
な
い
か
ら
し
て
、
人
間
社
会
が
平
等
に
行
く
べ
き
も
の
で
も
な
い
の
で
す
」

こ
の
た
め
に
不
平
等
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
生
じ
て
く
る
の
で
、
疾
病
保
険
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
藤
は
、
一
言
で
要
約

す
れ
ば
「
此
疾
病
保
険
法
が
何
う
云
ふ
も
の
で
あ
る
か
と
言
ひ
ま
す
る
と
、
禍
福
平
均
法
又
長
短
補
充
法
で
社
会
に
免
る
べ
か
ら
ざ
る
欠
点
を

（
三
九
）
‐

補
ふ
も
の
で
す
」
と
論
じ
て
い
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
藤
は
分
配
論
の
立
場
か
ら
疾
病
保
険
の
必
要
を
論
じ
て
い
る
。

分
配
論
的
視
点
は
、
貧
富
の
格
差
の
増
大
と
い
う
現
状
認
識
と
結
び
つ
い
て
、
後
藤
を
立
法
活
動
に
駆
り
立
て
た
。
注
（
三
三
）
の
引
用
文

が
示
す
よ
う
に
、
後
藤
は
「
職
業
衛
生
法
」
に
お
い
て
、
す
で
に
、
貧
富
の
格
差
の
増
大
は
「
社
会
ノ
進
化
」
に
由
来
す
る
法
則
的
な
も
の
で

あ
り
、
「
已
二
吾
人
ノ
目
前
ニ
迫
レ
ル
者
ア
ル
ニ
非
ラ
ス
ャ
」
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
と
し
一

立
場
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

「
先
づ
第
一
に
並
に
掲
げ
た
疾
病
保
険
法
が
、
何
ぜ
今
日
必
要
に
迫
っ
て
来
た
か
と
云
ふ
こ
と
を
申
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
明
治
廿
一

年
に
私
が
職
業
衛
生
法
を
論
じ
た
時
は
、
抑
を
何
う
云
ふ
時
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
て
見
れ
ば
一
番
早
く
分
る
。
此
の
時
は
則
ち
高

島
炭
鉱
の
問
題
の
起
っ
た
時
で
あ
る
。
高
島
炭
鉱
の
問
題
と
云
ふ
の
は
、
何
で
あ
る
か
。
即
ち
労
働
社
会
が
疾
病
保
険
、
其
外
職
業
衛
生
法

の
必
要
を
喚
起
し
た
時
で
あ
る
。
即
彼
等
が
其
の
必
要
の
急
を
告
げ
た
時
で
あ
る
、
其
後
今
日
に
至
る
ま
で
、
色
を
同
盟
罷
工
と
か
、
又
は

（
三
七
）

社
会
の
有
様
の
変
化
が
、
余
程
此
急
を
喚
ぶ
こ
と
と
考
へ
ま
す
。
」

こ
の
文
章
は
、
疾
病
保
険
や
職
業
衛
生
法
が
、
労
働
問
題
に
よ
っ
て
必
要
を
喚
起
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
す
で
に
明
治
二
十
一
年

の
「
職
業
衛
生
法
」
執
筆
当
時
に
お
い
て
、
「
其
の
必
要
の
急
を
告
げ
」
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
決
し
て
、
後
藤
の
留
学
中
に
、
ま
し

て
や
日
清
戦
争
後
に
「
其
の
必
要
の
急
を
告
げ
」
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
労
働
問
題
に
よ
っ
て
疾
病
保
険
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
と
く
に
保
険
の
必
要
性
を
、
分
配
論
の
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マ
マ

〃
「
此
法
が
起
ら
ぬ
と
き
は
、
一
朝
其
戸
主
が
病
に
罹
シ
た
と
き
は
、
遂
に
其
全
戸
糧
を
失
ふ
に
至
る
。
併
し
乍
ら
一
時
の
疾
病
で
あ
れ
ば

マ
マ

一
時
其
労
力
の
不
堪
能
と
云
ふ
こ
と
に
な
シ
て
、
労
力
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
様
に
な
る
だ
け
の
様
な
れ
ど
も
、
一
時
の
労
力
不
堪
能
は

遂
に
永
久
の
労
力
不
堪
能
を
起
し
、
然
う
し
て
其
積
ん
だ
所
の
も
の
は
、
国
民
全
体
の
労
働
力
の
減
少
を
起
し
ま
す
か
ら
、
富
国
強
兵
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
る
様
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
左
る
と
き
に
は
、
一
国
の
富
は
貧
民
に
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
以
て
貧
民
を
保
護
さ
す
所
の

マ
マ
（
四
二

所
以
も
明
か
に
な
シ
て
来
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
」

こ
れ
ら
の
引
用
文
に
は
、
「
職
業
衛
生
法
」
中
の
文
言
と
同
じ
も
の
も
あ
り
、
生
産
力
の
担
い
手
と
し
て
の
、
富
の
担
い
手
と
し
て
の
、
兵

力
と
し
て
の
、
貧
民
に
対
す
る
施
策
の
必
要
性
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
治
安
対
策
的
視
点
を
確
認
し
て
お
く
。
後
藤
は
高
島
炭
鉱
事
件
を
知
る
や
、
す
か
さ
ず
、
余
人
に
さ
き
が
け
て
、
労
働
問
題
、
労
資

対
立
の
激
化
の
不
可
避
性
を
理
解
し
、
治
安
対
策
機
能
を
併
せ
も
つ
労
働
者
保
護
政
策
の
必
要
性
を
「
職
業
衛
生
法
」
に
お
い
て
提
起
し
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
視
点
は
「
疾
病
の
保
険
法
」
に
も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

後
藤
の
衛
生
行
政
論
の
特
徴
は
、
生
産
力
視
点
と
治
安
対
策
的
視
点
と
を
兼
備
し
た
総
合
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
特

徴
は
、
「
職
業
衛
生
法
」
に
お
い
て
も
、
す
で
に
確
認
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「
疾
病
の
保
険
法
」
に
お
い
て
は
、
所
得
再
配
分
と
い
う
分
配
論
的
視
点
が
、
保
険
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
し
て
前
面
に
出
て
い
る
。
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
保
険
の
も
つ
機
能
は
、
所
得
再
配
分
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
保
険
は
、
公
的
保
険
、
社
会
保
険

こ
と
で
あ
る
。
何

の
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
「
疾
病
の
保
険
法
」
の
生
産
力
視
点
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
演
説
に
お
い
て
も
生
産
力
視
点
は
明
瞭
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

マ
マ

「
之
（
貧
民
の
こ
と
…
．
：
日
野
）
を
救
済
す
る
事
は
伝
染
病
の
流
行
に
向
シ
て
も
必
要
で
あ
る
。
之
は
近
き
例
に
乏
し
か
ら
ぬ
、
併
し
平

素
の
疾
病
の
保
護
上
に
於
て
も
尚
ほ
必
要
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
又
之
が
衛
生
法
は
富
国
強
兵
の
基
を
弼
け
る
と
云
ふ
所
の
実
を
致
す
方
法

（
四
○
）

の
一
で
あ
り
ま
す
。
」
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マ
マ

「
之
が
今
日
の
様
な
急
激
の
変
化
を
以
て
進
染
ま
す
る
世
の
中
で
あ
る
か
ら
、
益
々
疾
病
保
険
の
法
が
な
か
シ
た
な
ら
ば
、
世
の
社
会
学

者
が
論
ず
る
如
く
、
社
会
党
や
其
他
の
急
激
な
る
禍
を
起
す
所
の
党
派
の
養
成
と
な
っ
て
、
然
う
し
て
我
々
国
民
の
生
活
に
自
然
禍
を
醸
す

マ
マ
（
四
二
）

所
の
原
因
に
な
シ
て
来
よ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
此
疾
病
保
険
の
法
が
起
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
て
最
初
の
本
格
的
政
策
提
言
と
な
っ
た
「
疾
病
の
保
険
法
」
の
う
ち
、
立
法
の
必
要
性
を
論
じ
た
部
分
を
検
討
し

た
。
こ
の
結
果
、
「
職
業
衛
生
法
」
に
見
ら
れ
た
生
産
力
視
点
と
治
安
対
策
的
視
点
が
、
「
疾
病
の
保
険
法
」
に
、
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
留
学
を
経
験
し
た
後
に
も
変
ら
ず
に
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

先
に
注
（
三
）
と
し
て
引
用
し
た
佐
口
氏
の
見
解
で
は
、
後
藤
が
「
労
働
力
の
保
持
培
養
と
い
う
点
を
も
見
落
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、

一
歩
前
進
し
た
と
こ
ろ
」
が
あ
り
、
「
分
配
的
な
観
点
の
み
に
た
つ
こ
と
な
く
、
生
産
的
な
観
点
を
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
お
り
、
富
国
強
兵
と

い
う
明
治
政
府
の
国
是
の
た
め
の
主
張
を
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
、
「
帰
朝
者
ら
し
い
新
知
識
」
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
、
「
職
業
衛
生
法
」
と
「
疾
病
の
保
険
法
」
を
統
一
的
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
「
生
産
的
な
観
点
」
が
先
に
提
起
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
上
に
、
留
学
中
の
ド
イ
ツ
社
会
保
険
の
見
聞
を
経
て
深
め
ら
れ
た
「
分
配
的
な
観
点
」
が
加
わ
っ
た
し
、
「
疾
病
の
保
険
法
」

に
お
い
て
は
、
「
分
配
的
な
観
点
」
の
強
調
が
「
帰
朝
者
ら
し
い
」
新
し
さ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
「
衛
生
と
資
本
」

「
疾
病
の
保
険
法
」
に
よ
っ
て
、
後
藤
新
平
の
衛
生
行
政
論
の
留
学
前
後
を
通
じ
て
の
一
貫
性
を
論
証
し
た
。
も
う
一
つ
の
論
証
す
べ
き
課

題
は
、
日
清
戦
争
後
の
日
本
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
っ
て
労
資
対
立
が
表
面
化
し
、
そ
れ
を
み
て
後
藤
が
、
労
働
者
対
策
を
重
視
す
る
に
至
っ

た
と
い
う
通
説
の
不
正
確
な
こ
と
で
あ
る
。

明
治
二
十
七
年
八
月
か
ら
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
日
清
戦
争
か
ら
後
の
明
治
二
十
九
年
五
月
に
、
大
日
本
私
立
衛
生
会
第
一
四
回
総
会
の
席

（
四
三
）

上
で
、
後
藤
新
平
は
「
衛
生
と
資
本
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
。
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ザ
Ｑ
Ｏ

後
藤
が
健
康
を
経
済
活
動
の
基
本
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
一
種
の
人
的
資
源
論
な
の
で
あ
る
。
後
藤

の
論
理
は
、
第
一
の
資
本
が
生
命
、
健
康
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
維
持
、
促
進
の
た
め
に
は
衛
生
事
業
が
不
可
欠
で
あ
り
、
従
っ
て
衛
生
は
健
康

と
い
う
第
一
の
資
本
を
大
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
社
会
に
お
け
る
競
争
力
を
養
成
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い

な
い

◎

（
四
四
）

ま
ず
衛
生
の
目
的
を
「
競
争
と
云
ふ
こ
と
に
堪
ゆ
る
力
を
養
ひ
成
す
と
云
ふ
の
が
衛
生
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
。

次
い
で
資
本
の
説
明
を
行
う
。
次
に
見
る
よ
う
に
、
後
藤
が
言
う
と
こ
ろ
の
資
本
は
、
経
済
学
的
概
念
と
し
て
の
資
本
で
は
な
く
、
「
も
と

で
」
と
い
う
程
度
の
日
常
的
用
語
に
外
な
ら
な
い
。

「
第
一
の
資
本
は
何
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
即
ち
生
活
し
て
居
る
人
間
で
あ
り
ま
す
又
生
命
で
あ
り
ま
す
又
心
と
躰
で
あ
り
ま
す
活
た
る
人

マ
マ

間
が
あ
っ
て
始
て
信
用
と
云
ふ
も
の
が
起
り
ま
す
る
又
活
き
た
人
間
が
あ
っ
て
始
め
て
此
流
通
資
本
と
云
ふ
も
の
入
必
要
が
起
り
ま
す
る
活

た
人
間
が
あ
っ
て
始
め
て
貨
幣
の
運
転
の
必
要
が
起
り
ま
す
是
を
資
本
と
号
し
て
使
用
致
す
の
で
あ
り
ま
す
そ
れ
故
に
信
用
と
貨
幣
と
は
第

二
の
資
本
で
第
一
は
生
命
で
あ
り
ま
す
心
躰
で
あ
り
ま
す
其
命
が
満
足
な
も
の
で
あ
っ
て
即
ち
健
康
で
能
く
働
け
ば
即
ち
第
二
の
資
本
も
出

マ
マ

来
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
そ
こ
で
衛
生
と
資
本
と
の
関
係
は
即
ち
生
命
若
く
ぱ
健
康
と
衛
生
と
の
関
係
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ

（
四
五
）

続
い
て
、
一
般
的
な
健
康
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
労
働
者
の
健
康
保
護
の
重
要
性
を
、
聴
衆
た
る
上
流
人
士
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
で
其
の
資
本
の
大
部
分
を
占
め
其
の
保
護
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
上
流
社
会
に
あ
る
か
下
流
社
会
に
あ
る
か
と
云
ふ
と
下

等
の
労
働
社
会
に
あ
り
ま
す
る
故
に
何
れ
の
国
に
於
て
も
労
働
保
護
問
題
と
云
う
の
が
必
要
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
そ
れ
ゆ
え
に
筍

し
く
も
社
会
の
上
流
に
立
っ
て
居
る
所
の
人
は
一
国
同
胞
の
為
め
に
衛
生
法
を
以
て
資
本
の
保
護
を
し
や
う
と
云
ふ
と
き
に
は
彼
の
労
働
保

り
ま
す
」

こ
の
講
演
は
衛
生
行
政
の
意
義
を
通
俗
的
に
述
べ
た
も
の
で
、
「
職
業
衛
生
法
」
や
「
疾
病
の
保
険
法
」
の
よ
う
に
系
統
立
っ
た
内
容
で
は

（18）
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様
で
あ
る
。

野
村
氏
は
、
後
誰

く
、
む
し
ろ
「
衛
牛

を
示
す
の
で
あ
る
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
流
階
級
あ
る
い
は
中
等
以
上
の
相
手
（
大
日
本
私
立
衛
生
会
の
会
員
は
、
医
師
、
行
政
関
係
者
、
知
識
層
、
衛
生
事

業
に
関
心
を
示
す
華
族
や
商
工
業
者
や
富
農
な
ど
）
に
対
し
て
、
富
国
強
兵
の
立
場
か
ら
、
富
の
担
い
手
と
し
て
の
労
働
者
・
貧
民
の
保
護
の

必
要
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
藤
の
こ
の
論
法
は
、
明
治
二
十
一
年
の
「
職
業
衛
生
法
」
と
、
表
現
の
一
部
も
含
め
て
、
ま
っ
た
く
同

（
三
）
「
救
済
衛
生
制
度
二
関
ス
ル

後
藤
は
明
治
三
十
一
年
一
月
に
、
）

し
た
。
後
藤
は
同
年
三
月
に
、
台
湾
鋸

論
の
集
大
成
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
後
藤
は
、
「
相
馬
事
件
」

と
こ
ろ
で
後
藤
は
、
「
相
馬
事
件
」
に
連
座
し
て
明
治
二
十
六
年
十
一
月
十
六
日
に
拘
引
さ
れ
、
同
年
十
二
月
二
十
九
日
に
非
命
と
な
り
、

二
十
七
年
十
二
月
七
日
に
無
罪
が
確
定
し
た
。
翌
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
公
職
に
復
帰
し
た
。
す
な
わ
ち
臨
時
陸
軍
検
疫
部
事
務
長
官
に
任

命
さ
れ
、
日
清
戦
争
出
征
よ
り
帰
国
す
る
兵
士
約
二
三
万
余
名
の
検
疫
に
手
腕
を
発
揮
し
た
。

こ
の
時
、
後
藤
の
上
司
と
な
っ
た
の
が
臨
時
陸
軍
検
疫
部
部
長
児
玉
源
太
郎
（
陸
軍
少
将
）
で
あ
っ
た
。
周
知
の
如
く
、
児
玉
は
後
に
台
湾

へ

十四
Lﾆーさ

護
問
題
に
依
っ
て
始
め
て
目
的
を
達
す
る
や
う
に
な
り
ま
す
る
…
・
・
倫
敦
の
富
は
労
働
者
に
あ
り
又
貧
民
に
あ
り
日
本
の
富
は
日
本
労
働
者

に
あ
り
日
本
貧
民
に
あ
り
其
保
護
は
衛
生
法
に
依
っ
て
成
功
す
べ
く
日
本
将
来
の
富
強
に
な
る
と
否
と
の
問
題
も
此
に
存
す
る
の
で
あ
り
ま

「
救
済
衛
生
制
度
二
関
ス
ル
意
見
」

明
治
三
十
一
年
一
月
に
、
第
三
次
伊
藤
内
閣
成
立
の
直
後
に
、
伊
藤
博
文
に
対
し
て
、
「
救
済
衛
生
制
度
二
関
ス
ル
意
見
」
を
提
出

藤
は
同
年
三
月
に
、
台
湾
総
督
府
民
政
局
長
へ
転
出
す
る
が
、
こ
の
「
意
見
」
は
彼
の
最
後
の
建
白
言
と
な
り
、
後
藤
の
衛
生
行
政

（
一
一
一
）

後
藤
の
論
理
が
日
清
戦
争
後
に
変
っ
た
こ
と
を
示
す
論
拠
と
し
て
「
衛
生
と
資
本
」
を
引
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な

「
衛
生
と
資
本
」
、
と
り
わ
け
注
（
三
）
お
よ
び
注
（
四
六
）
に
引
用
さ
れ
た
部
分
は
、
「
職
業
衛
生
法
」
以
来
の
後
藤
の
一
貫
性
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総
督
と
な
り
後
藤
を
民
生
局
長
に
迎
え
た
。
彼
は
長
州
閥
の
有
力
者
の
一
人
と
し
て
、
第
四
次
伊
藤
内
閣
、
第
一
次
桂
内
閣
の
陸
軍
大
臣
を
努

め
、
日
露
戦
争
で
は
満
州
軍
総
参
謀
長
の
大
任
を
果
し
た
。
後
藤
は
児
玉
を
通
じ
て
伊
藤
博
文
と
会
い
（
明
治
二
十
八
年
七
月
十
日
）
、
長
州

閥
へ
接
近
し
た
。
と
く
に
伊
藤
に
対
し
て
は
、
明
治
二
十
八
年
八
月
十
五
日
の
「
社
会
政
策
的
施
設
の
必
要
を
建
言
」
を
は
じ
め
、
「
明
治
伽

救
基
金
」
に
関
す
る
四
つ
の
文
書
（
二
十
八
年
十
二
月
）
、
そ
し
て
「
救
済
衛
生
制
度
一
一
関
ス
ル
意
見
」
と
、
多
く
の
建
言
を
行
っ
た
。
明
治

二
十
八
年
の
八
月
と
十
二
月
の
文
書
は
、
「
彼
の
多
年
の
抱
負
経
倫
を
遺
憾
な
く
吐
露
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
文
を
以
て
し
て
も
、
彼

（
四
七
）

は
時
代
の
先
覚
者
た
る
の
名
誉
を
戴
く
に
足
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
も
見
る
べ
き
点
が
多
い
。

（
四
八
）

し
か
し
、
そ
の
分
析
は
他
に
ゆ
ず
り
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
は
明
治
三
十
一
年
の
文
書
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
の
産

（
一
四
）
（
一
六
）

業
革
命
の
開
始
が
、
明
治
三
十
年
頃
に
な
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
多
い
こ
と
、
近
代
的
な
労
働
運
動
の
開
始
が
明
治
三
十
年
頃
と
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
説
の
要
点
の
一
つ
で
あ
る
、
本
格
的
労
資
関
係
の
成
立
、
す
な
わ
ち
日
本
資
本
主
義
の
確
立
に
と
も
な
っ
て
、
後

（
四
、
一
三
）

藤
の
衛
生
行
政
論
の
骨
格
（
生
産
力
視
点
と
治
安
対
策
視
点
の
兼
備
）
が
定
ま
っ
た
と
い
う
主
張
の
正
否
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
は
、
明
治

三
十
一
年
に
書
か
れ
た
「
救
済
衛
生
制
度
二
関
ス
ル
意
見
」
（
以
下
、
「
意
見
」
と
略
記
）
が
適
切
な
の
で
あ
る
。
「
意
見
」
全
文
は
注
（
四
七
）

「
意
見
」
の
冒
頭
で
、
後
藤
の
衛
生
行
政
の
戦
略
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
論
旨
は
、
「
職
業
衛
生
法
」
以
来
、
く
り
返
さ
れ
て
い
る
も

の
で
、
新
味
は
な
い
が
、
し
め
く
く
り
の
意
味
で
引
い
て
お
く
。

「
日
清
戦
争
二
勝
利
ヲ
博
セ
シ
ョ
リ
、
我
帝
国
百
般
ノ
事
物
頓
二
膨
脹
シ
、
政
府
ノ
歳
出
〈
二
億
五
千
万
円
ノ
多
キ
ー
達
シ
、
…
・
・
・
我
国

民
ハ
将
来
三
億
円
以
上
ノ
国
税
ヲ
負
担
ス
ル
ノ
覚
悟
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
即
チ
此
巨
額
ノ
歳
出
ヲ
支
ヘ
ン
｝
ス
、
一
一
一
国
民
ノ
富
力
二
頼
ラ

サ
ル
ヘ
ヵ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
世
人
カ
ー
般
二
生
産
的
事
業
ノ
発
達
ヲ
促
ス
ニ
汲
々
タ
ル
ハ
、
勢
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
一
一
シ
テ
大
二
勧
奨
ス
ル
所

ナ
ヵ
ル
ヘ
ヵ
ラ
ス
卜
雛
モ
、
今
二
於
テ
其
生
産
カ
ノ
由
テ
生
ス
ル
所
ノ
本
原
ヲ
究
メ
能
ク
之
ヲ
養
フ
ノ
方
ヲ
講
セ
ス
、
単
｝
一
望
ヲ
諸
会
社
諸

工
業
ノ
勃
興
ニ
ノ
ミ
属
ス
ル
ニ
至
テ
ハ
、
未
タ
以
テ
国
家
大
経
倫
ノ
道
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。
所
謂
国
民
生
産
力
ノ
本
原
ト
ハ

の
文
献
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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何
ソ
ャ
。
即
チ
国
民
殊
二
中
人
以
下
賎
民
労
働
者
ノ
健
康
是
ナ
リ
。

聞
説
ラ
ク
、
倫
敦
ノ
富
〈
倫
敦
ノ
賤
民
二
在
リ
ト
。
豈
独
リ
倫
敦
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ャ
。
世
界
各
国
概
ネ
然
ラ
サ
ル
ハ
ナ
ク
、
我
帝
国
ノ
富

源
、
亦
帝
国
ノ
賤
民
労
働
者
ニ
在
ル
三
一
ロ
フ
ヲ
俟
タ
ス
。
…
：
・
今
ャ
帝
国
戦
勝
後
ノ
状
況
、
自
ラ
濡
著
ノ
風
習
ヲ
馴
致
シ
、
貧
富
ノ
懸
隔
〈

日
二
月
二
太
甚
シ
キ
ヲ
加
ヘ
ン
ト
ス
。
而
シ
テ
諸
工
業
ノ
勃
興
ト
、
年
々
増
加
ス
ヘ
キ
巨
額
ノ
徴
税
ト
ハ
、
彼
等
賎
民
ヲ
駆
テ
益
を
窮
迫
二

陥
ラ
シ
ム
ル
ノ
原
因
タ
ラ
サ
ル
ハ
ナ
ク
、
其
反
動
ノ
結
果
、
彼
ノ
恐
ル
ヘ
ク
忌
ム
ヘ
キ
ノ
破
壊
的
社
会
主
義
ヲ
醸
生
ス
ル
ハ
、
早
晩
免
ル
ヘ

カ
ラ
サ
ル
ノ
趨
勢
タ
ル
ヘ
キ
ヲ
疑
ハ
ス
。
一
タ
ヒ
此
点
二
就
テ
観
察
シ
来
ル
ト
キ
ハ
寒
心
措
ク
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ァ
リ
。
彼
等
賤
民
労
働
者
ノ

イ
カ
ニ
国
家
ノ
治
乱
二
関
係
ヲ
有
ス
ル
ャ
ハ
、
故
ラ
ニ
喋
食
ヲ
俟
タ
ス
シ
テ
明
カ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
覚
り
、
一
日
モ
其
施
設
ヲ
忽
セ
ニ

（
四
九
）

ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
重
要
問
題
タ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
・
」

前
段
に
お
い
て
生
産
力
視
点
が
、
後
段
に
お
い
て
治
安
対
策
的
視
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
後
藤

（
四
九
）

は
、
自
ら
も
参
加
し
た
調
査
に
基
づ
い
て
「
貧
窮
二
陥
ル
メ
原
因
〈
：
…
・
疾
病
二
因
ル
モ
ノ
実
二
十
ノ
八
九
二
居
し
り
」
と
述
べ
、
健
康
を
守

る
こ
と
が
防
貧
上
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
と
力
説
す
る
。
こ
の
「
意
見
」
は
、
上
記
の
観
点
か
ら
、
具
体
的
に
は
次
の
四
点
を
提
起
し
て
い

る
。
第
一
は
、
防
貧
施
策
の
大
系
を
準
備
す
る
た
め
に
救
貧
制
度
調
査
局
を
設
け
る
こ
と
、
第
二
は
、
帝
国
施
療
病
院
の
設
立
、
第
三
は
、
強

制
加
入
の
労
働
者
疾
病
保
険
法
を
制
定
す
る
こ
と
、
第
四
は
、
財
源
と
し
て
売
薬
税
の
増
税
と
絹
布
税
の
新
設
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

明
治
三
十
年
と
い
う
、
日
本
資
本
主
義
発
達
史
上
の
大
き
な
節
目
を
超
え
た
後
に
書
か
れ
た
「
意
見
」
に
お
い
て
も
、
「
職
業
衛
生
法
」
以

来
の
後
藤
の
衛
生
行
政
論
の
骨
格
は
変
化
せ
ず
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
読
み
と
れ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
以
下
の
結
論
が
導
出
さ
れ
る
。

（
五
○
）

一
、
後
藤
新
平
は
、
自
ら
の
衛
生
行
政
の
主
題
を
、
生
産
力
の
増
大
と
治
安
維
持
に
置
い
た
。
明
治
二
十
一
年
の
「
職
業
衛
生
法
」
は
、
こ

結

三△

同珊
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の
生
産
力
視
点
と
治
安
対
策
視
点
を
総
合
的
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
後
藤
の
衛
生
行
政
の
対
象
は
、
早
い
時
期
か
ら
、
少

（
五
一
）

な
く
と
も
明
治
二
十
一
年
以
来
、
一
貫
し
て
労
働
者
・
貧
民
で
あ
っ
た
。

二
、
生
産
力
の
増
大
と
治
安
維
持
は
、
資
本
主
義
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
必
要
性
、
重
要
性
を
増
す
、
と
い
う
認
識
を
後
藤
は
「
職

（
一
二
一
二
）

業
衛
生
法
」
で
示
し
た
。
こ
の
必
要
性
、
重
要
性
は
、
日
清
戦
争
を
経
、
日
本
資
本
主
義
の
発
達
を
目
前
に
す
る
な
か
で
、
後
藤
に
よ
っ
て
、

よ
り
一
層
増
大
し
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
明
治
三
十
一
年
の
「
救
済
衛
生
制
度
二
関
ス
ル
意
見
」
に
、
そ
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
・

三
、
後
藤
は
ド
イ
ツ
留
学
中
に
、
社
会
保
険
の
実
態
を
見
、
保
険
技
術
的
知
見
を
深
め
た
。
生
産
力
の
増
大
と
治
安
維
持
の
要
で
あ
る
労
働

者
保
護
の
重
要
な
手
段
が
労
働
者
保
険
、
と
り
わ
け
疾
病
保
険
な
の
で
、
帰
国
後
の
後
藤
の
労
働
者
保
険
論
は
、
疾
病
保
険
に
集
中
し
、
か

つ
、
保
険
技
術
的
論
点
、
す
な
わ
ち
分
配
論
が
前
面
に
出
た
（
「
職
業
衛
生
法
」
で
は
、
年
金
、
廃
疾
、
疾
病
が
並
列
。
分
配
論
は
ま
っ
た
く

見
当
ら
な
い
）
。
明
治
二
十
五
年
の
「
疾
病
の
保
険
法
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

四
、
明
治
二
十
一
年
か
ら
明
治
三
十
一
年
ま
で
、
留
学
と
日
清
戦
争
を
は
さ
ん
で
、
後
藤
の
衛
生
行
政
論
の
基
本
骨
格
は
ま
っ
た
く
変
ら
ず

（
五
二
）

に
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
、
後
藤
に
あ
っ
て
は
、
中
等
以
上
の
人
士
は
、
衛
生
行
政
の
主
た
る
対
象
で
は
な
く
、
衛
生
行
政
を
進
め
る
上
で
不
可
欠
な
啓
蒙
の
主
た

る
対
象
で
あ
り
、
中
等
以
上
の
啓
蒙
さ
れ
た
人
士
を
通
じ
て
、
労
働
者
・
貧
民
に
働
き
か
け
る
と
い
う
の
が
、
後
藤
の
戦
略
で
あ
っ
た
。

文
献
お
よ
び
注

（
一
）
社
会
事
業
研
究
所
『
近
代
医
療
保
護
事
業
発
達
史
』
上
、
二
○
五
頁
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
十
八
年
。

（
己
佐
口
卓
「
日
本
社
会
保
険
制
度
史
」
六
頁
、
勁
草
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
。
本
書
の
底
本
は
『
日
本
社
会
保
険
史
』
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
三
十
二

年
）
で
あ
る
が
、
後
藤
に
関
す
る
評
価
は
変
っ
て
い
な
い
。

（
弓
前
掲
（
二
）
、
七
頁
。

､

職 少
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（
ｇ
前
掲
（
二
）
、
九
頁
。

豊
）
後
藤
の
衛
生
行
政
概
念
は
、
今
日
の
そ
れ
と
は
相
当
に
異
な
る
。
後
藤
の
衛
生
行
政
概
念
は
、
そ
の
主
著
『
国
家
衛
生
原
理
』
に
お
い
て
展
開
さ

れ
て
い
る
（
後
藤
新
平
纂
述
『
国
家
衛
生
原
理
』
明
治
一
千
二
年
。
発
行
所
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
）
。
と
く
に
二
五
頁
か
ら
二
九
頁
に
か
け
て
、

衛
生
の
系
譜
と
い
う
小
見
出
し
の
も
と
に
、
自
己
の
衛
生
体
系
を
記
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
物
世
界
凡
百
ノ
事
到
底
衛
生
ノ
ー
理
二
帰
納

○
○
○
○
○

七
サ
ル
〈
無
シ
人
類
亦
生
物
メ
ー
ナ
レ
ハ
一
個
人
ト
国
家
ト
ヲ
論
セ
ス
大
小
ノ
行
為
二
於
ケ
ル
最
終
ノ
目
的
ハ
生
理
的
円
満
ニ
在
ル
ャ
疑
無
シ
故

二
凡
天
下
ノ
人
事
ダ
ル
始
メ
ハ
衛
生
ノ
ー
理
二
出
テ
中
頃
散
シ
テ
万
事
ト
ナ
リ
末
復
合
シ
テ
此
一
理
二
帰
ス
其
循
環
窮
リ
ナ
キ
差
天
真
ノ
道
タ

リ
」
（
二
八
頁
’
二
九
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

後
藤
に
お
い
て
は
、
個
人
、
国
家
、
社
会
の
森
羅
万
象
こ
と
ご
と
く
、
「
衛
生
」
の
範
鴫
に
入
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
つ
ま
り
、
後
藤
は
、
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
機
械
的
に
社
会
現
象
の
説
明
に
適
用
し
、
独
特
な
る
「
生
理
的
円
満
、
生
理
的
動
機
」
と
い
う
概
念
を
用
い
、
こ
れ
ら
の
概

念
に
由
っ
て
独
特
な
る
衛
生
概
念
を
導
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
個
人
生
活
か
ら
国
家
的
諸
問
題
ま
で
を
も
す
べ
て
「
衛
生
行
政
」
の
対
象
と

な
お
、
『
国
家
衛
生
原
理
』
に
お
け
る
衛
生
概
念
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
拙
稿
、
「
医
療
政
策
思
想
史
ノ
ー
ト
」
㈹
１
③
、
『
全
国
保
険
医
通
信
」

第
一
七
六
号
、
第
一
七
八
号
（
昭
和
五
十
七
年
）
、
第
一
八
一
号
（
五
十
八
年
）
参
照
の
こ
と
。

原
典
か
ら
の
引
用
に
あ
た
っ
て
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
可
を
コ
ト
と
表
記
す
る
な
ど
の
改
変
を
加
え
た
。

（
ご
野
村
拓
『
講
座
医
療
政
策
史
』
四
九
頁
、
医
療
図
書
出
版
社
、
昭
和
四
十
三
年
。

（
七
）
野
村
氏
が
引
用
し
て
い
る
の
は
次
の
部
分
で
あ
る
。
「
必
寛
欧
米
文
明
国
二
〈
中
等
以
上
ノ
人
物
ガ
其
生
命
ノ
高
価
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
り
之
ヲ
保
護

マ
マ
マ
マ

ス
ル
ニ
ハ
衛
生
法
ヲ
盛
ニ
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
能
ク
会
得
シ
銘
々
各
灸
ノ
注
意
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
其
保
護
ノ
全
カ
ラ
サ
ル
ヵ
為
メ
始
メ
テ
公
衆

マ
マ

衛
生
法
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
シ
未
ダ
真
二
衛
生
ノ
必
要
ヲ
感
セ
ザ
ル
低
価
ノ
性
命
ヲ
有
ス
ル
賤
民
迄
モ
自
分
ノ
保
護
ノ
加
勢
ニ
駆
り
入
レ
タ
ル

マ
マ

ョ
リ
今
日
ノ
如
キ
衛
生
法
ノ
繁
昌
普
及
ヲ
見
ル
ー
至
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
知
ラ
レ
タ
リ
」
（
後
藤
新
平
「
国
家
衛
生
ノ
盛
衰
〈
国
民
ノ
命
価
二
関
係
ス
」

『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
」
第
三
九
号
、
一
九
頁
、
明
治
十
九
年
）
。
こ
の
部
分
も
含
め
て
、
命
価
説
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
。

へへへ

ろナしノー、
レー軍

し
た
の
で
あ
る
。

『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
」
第
一

前
掲
（
六
）
、
四
九
頁
’
五
○
頁
。

前
掲
（
六
）
、
五
二
頁
。

の
侭
国
営
）
国
・
国
・
叩
Ｆ
四
国
今
貝

を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
、

Ｆ
四
国
□
Ｈ
ｐ
ｍ
門
冨
旨
号
彦
①
国
騎
８
昼

こ
し
て
、
そ
の
時
代
の
社
会
の
、

○
開
国
扇
〕
ｇ
⑦
．
、
）
胃
ｂ
且
。
ロ
．
忌
思
．
ジ
ゲ
リ
ス
ト
は
こ
こ
で
、
あ
る
時
代
の
衛
生
学
の
性
格

健
康
と
病
気
に
対
す
る
評
価
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
論
点
は
、
あ
る
時
代
の
医
学
や
医
療
の
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（
一
六
）

（
一
己
野
村
拓
『
医
学
と
人
権
ｌ
国
民
の
医
療
史
』
一
二
五
頁
、
三
省
堂
、
昭
和
四
十
四
年
。

（
酉
日
本
の
産
業
革
命
の
時
期
に
つ
い
て
は
論
争
が
継
続
中
で
あ
る
が
、
明
治
三
十
年
頃
か
ら
四
十
年
頃
ま
で
を
中
心
と
し
て
い
る
説
が
一
方
に
存
在
。

永
原
慶
二
編
『
日
本
経
済
史
』
二
五
二
頁
、
一
五
七
頁
、
有
斐
閣
、
昭
和
四
十
五
年
。

明
治
十
九
年
頃
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
す
る
説
も
有
力
で
あ
る
。

大
石
嘉
一
郎
「
資
本
主
義
の
確
立
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
一
七
、
一
二
○
頁
’
一
二
一
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
一
年
。

（
弓
産
業
資
本
の
確
立
は
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
の
確
立
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
産
業
革
命
の
進
展
と
不
可
分
で
あ
る
。
石
井
憲
治
氏
は
、
鉄
鋼
業
・

機
械
工
業
の
日
本
的
タ
イ
・
フ
の
確
立
を
重
視
し
て
、
明
治
十
九
年
’
四
十
年
の
時
期
に
確
立
し
た
と
し
て
い
る
（
「
産
業
資
本
の
確
立
」
前
掲
『
日

（
一
一
）

（
一
二
）

の
確
立
期
と
承
認
し
て
い
る

古
島
「
資
本
主
義
の
確
立
」

片
山
潜
は
「
日
本
に
お
け
る

片
山
「
日
本
に
お
け
る
労
働

大
石
氏
は
明
治
四
十
二
年
を
「
産
業
資
本
の
確
立
を
承
る
に
い
た
っ
た
時
点
」
（
前
掲
、
二
三
頁
）
と
し
て
い
る
。

お
よ
そ
明
治
二
十
年
前
後
か
ら
日
露
戦
争
の
前
後
ま
で
を
、
日
本
の
産
業
革
命
期
、
し
た
が
っ
て
産
業
資
本
の
確
立
期
、
し
た
が
っ
て
日
本
資

本
主
義
の
確
立
期
と
ゑ
て
大
過
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
古
島
敏
雄
氏
は
、
明
治
二
十
年
代
初
頭
か
ら
日
露
戦
争
に
い
た
る
期
間
が
、
産
業
資
本

本
経
済
史
』
二
二
三
頁
）
。

前
掲
（
六
）
、
五
六
頁
’
五
七
頁
。
野
村
氏
は
引
用
し
た
部
分
に
続
け
て
、
明
治
二
十
九
年
に
発
表
し
た
「
衛
生
と
資
本
」
と
題
す
る
講
演
筆
記

を
引
用
し
て
い
る
。
「
倫
敦
の
富
は
労
働
者
に
あ
り
又
貧
民
に
あ
り
日
本
の
富
は
日
本
労
働
者
に
あ
り
日
本
貧
民
に
あ
り
其
保
護
は
衛
生
法
に
依

っ
て
成
功
す
べ
く
日
本
将
来
の
富
強
に
な
る
と
否
と
の
問
題
も
此
に
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
」
（
「
医
学
」
一
、
中
川
米
造
、
丸
山
博
編
『
日
本
科

学
技
術
史
大
系
』
第
二
四
巻
、
四
三
○
頁
、
第
一
法
規
出
版
株
式
会
社
、
昭
和
四
十
年
）
。

注
（
一
三
）
の
引
用
と
あ
わ
せ
て
、
日
清
戦
争
後
に
後
藤
の
理
論
が
転
換
し
た
と
い
う
主
張
の
根
拠
と
見
な
し
て
、
野
村
氏
が
引
用
し
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

前
掲
（
六
）
、
五
四
頁
。

性
格
を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
社
会
、
人
間
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
価
値
、
つ
け
を
す
る
か
、
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

詳
し
く
は
、
拙
著
、
『
健
康
と
医
療
の
思
想
』
（
労
働
旬
報
社
、
昭
和
六
十
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
資
本
主
義
の
確
立
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
一
七
、
一
六
九
頁
’
一
七
○
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
八
年
。

疽
は
「
日
本
に
お
け
る
近
代
的
労
働
運
動
は
一
八
九
七
年
の
夏
、
日
清
戦
争
の
後
に
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
」
と
記
述
し
て
い
る
。

「
日
本
に
お
け
る
労
働
運
動
」
『
日
本
の
労
働
運
動
』
一
三
○
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
七
年
。

（24） 380



（
一
七
）

（
一
〈
）

山
本
「
明
治
初
期
の
鉱
山
労
働
お
よ
び
労
働
運
動
」
、
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
『
明
治
前
期
の
労
働
運
動
』
御
茶
の
水
害
房
、
昭
和
三
十
五
年

（
一
壱
後
藤
新
平
「
職
業
衛
生
法
」
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』
第
六
三
号
、
五
七
八
頁
’
五
七
九
頁
、
明
治
二
十
一
年
。

（
老
）
前
掲
（
二
六
）
、
五
七
九
頁
’
五
八
○
頁
。

（
二
一
一
一
）

（
二
四
）

（
二
五
）

（
二
つ
）

（
二
一
）

（
二
二
）

（
一
九
）

松
永
昌
三
「
社
会
問
題
の
発
生
‐

朝
倉
幸
治
「
日
本
医
療
保
障
の

頁
’
六
一
頁
、
昭
和
三
十
四
年
。

労
働
者
を
中
心
と
す
る
窮
乏
民
の
大
量
発
生
、
労
働
運
動
や
社
会
運
動
の
勃
興
に
よ
っ
て
、
世
人
の
社
会
問
題
に
対
す
る
認
識
が
本
格
化
す
る
の

は
日
清
戦
争
後
で
あ
り
、
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
は
「
日
本
の
社
会
運
動
の
出
発
点
と
で
も
い
う
べ
き
画
期
的
な
年
で
あ
っ
た
」
。

松
永
昌
三
「
社
会
問
題
の
発
生
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
一
六
、
二
四
二
頁
’
二
四
四
頁
、
二
五
五
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
一
年
．

朝
倉
幸
治
「
日
本
医
療
保
障
の
形
成
過
程
に
関
す
る
医
史
学
的
お
よ
び
社
会
医
学
的
考
察
」
『
国
民
衛
生
』
第
二
八
巻
第
二
号
（
別
号
）
、
五
四

庭
田
範
秋
「
わ
が
国
社
会
保
険
発
達
の
一
側
面
目
」
『
健
康
保
険
』
第
九
巻
第
一
○
号
、
九
頁
、
昭
和
三
十
七
年
。
『
明
治
日
報
』
の
報
道
は
、
明

治
十
四
年
十
二
月
十
六
日
、
十
六
年
十
二
月
十
一
日
、
十
七
年
三
月
五
日
に
な
さ
れ
た
。

『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
四
○
六
号
、
明
治
二
十
一
年
二
月
十
八
日
。
前
掲
（
二
）
四
頁
よ
り
再
引
用
。

管
谷
章
胃

布
施
昌
一

ｎ
口
、
。
完
峰
渉
こ
。

西
岡
幸
泰
「

前
掲
（
二
）
、

一
八
七
一
年
に
ビ
ス
マ
ル
ク
は
商
務
大
臣
イ
ッ
ッ
ェ
ン
プ
リ
シ
シ
伯
（
の
３
国
厨
①
弓
胃
Ｎ
）
に
あ
て
た
手
紙
に
お
い
て
、
社
会
保
険
を
、
社
会
主

義
運
動
を
鎮
め
る
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
四
・
国
陵
鴨
房
〔
”
○
口
吾
①
評
。
巨
○
電
具
冨
①
ｇ
ｏ
旨
⑦
Ｌ
路
》
ｚ
の
乏
閨
○
号
ら
ｇ
・

西
岡
幸
泰
「
ド
イ
ツ
Ⅱ
ピ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
保
険
」
『
講
座
社
会
保
障
』
三
、
二
五
六
頁
、
至
誠
堂
、
昭
和
三
十
四
年
。

『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
而

前
掲
（
一
九
）
、
四
頁
。

川
上
武
『
現
代
日
本
医
療
史
』
二
二
六
頁
、
勁
草
書
房
、
昭
和
四
十
年
。

酒
井
シ
ヅ
『
日
本
の
医
療
史
』
五
一
九
頁
、
東
京
書
籍
、
昭
和
五
十
七
年
。

管
谷
章
『
日
本
医
療
政
策
史
』
二
四
頁
’
二
五
頁
、
三
五
頁
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
十
二
年
。

布
施
昌
一
「
後
藤
新
平
に
お
け
る
衛
生
論
の
人
間
的
展
開
」
（
４
）
『
日
本
医
事
新
報
』
第
二
五
三
五
号
、
七
一
頁
、
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
二
十
五

模
な
暴
動
を
招
い
て
い
る
。

山
本
四
郎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
高
島
炭
坑
で
は
明
治
十
五
年
八
月
、
十
月
、
十
六
年
九
月
、
十
八
年
十
一
月
、
二
十
一
年
八
月
、
二
十
二
年
一

月
に
暴
動
と
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
。
高
島
炭
坑
は
囚
徒
労
働
の
比
重
が
大
き
く
、
低
賃
金
と
劣
悪
な
労
働
条
件
と
労
働
者
虐
待
に
よ
っ
て
大
規

二

頁
9
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（
一
二
）
前
掲
（
二
六
）
、
五
八
五
頁
。

（
一
茜
）
前
掲
（
二
三
）
、
西
岡
氏
の
次
の
指
摘
に
従
う
。
「
社
会
保
険
制
度
は
、
労
働
過
程
に
お
け
る
労
働
者
保
護
立
法
と
結
合
さ
れ
て
は
じ
め
て
労
働
者

保
護
政
策
と
し
て
経
済
的
社
会
的
に
効
果
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
労
働
保
護
立
法
の
徹
底
的
な
反
対
者
で
あ
り
、
彼
は

そ
の
代
替
物
と
し
て
社
会
保
険
を
考
案
し
た
の
で
あ
っ
た
」
（
二
六
一
頁
’
二
六
二
頁
）
。

ピ
ス
マ
ル
ク
が
地
主
的
貴
族
（
ユ
ン
カ
ー
）
の
立
場
を
反
映
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
藤
は
、
上
昇
期
の
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
立
場
を

反
映
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
後
藤
の
進
歩
性
・
啓
蒙
性
の
由
来
の
一
端
が
求
め
ら
れ
る
。

（
壹
）
後
藤
新
平
「
疾
病
の
保
険
法
」
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』
第
二
六
号
、
明
治
二
十
六
年
。

舎 舎 合 と 、 ′ つ
一一一九ヘ
ーーシゼ画

後
藤
の
い
う
社
会
の
進
化
と
万
有
学
の
進
歩
と
は
、
前
者
は
生
存
競
争
の
進
展
の
結
果
と
し
て
の
「
現
在
」
、
す
な
わ
ち
上
昇
期
の
日
本
資
本
主

義
で
あ
り
産
業
革
命
を
経
た
欧
米
の
資
本
主
義
で
あ
り
、
後
者
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
登
場
を
意
味
し
て
い
る
・
後
者
に
つ
い
て
の
後
藤
の

見
解
は
、
『
国
家
衛
生
原
理
』
（
明
治
二
十
二
年
）
の
第
壱
編
「
諸
論
」
に
詳
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
後
藤
は
社
会
科
学
（
後
藤
は
国
家

学
と
称
し
て
い
る
）
に
対
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
影
響
を
重
要
視
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
同
氏
（
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
こ
と
…
：
．
日
野
）
出
テ
シ
ョ
リ

心
理
及
物
理
ノ
説
二
変
易
ヲ
生
セ
シ
コ
ト
ー
ニ
シ
テ
足
ラ
ス
殊
一
一
生
物
学
ハ
頗
ル
長
足
ノ
進
歩
ヲ
致
シ
タ
ル
コ
ト
実
二
驚
ク
ヘ
シ
」
（
六
’
七
頁
）
、

あ
る
い
は
「
娩
近
国
家
学
モ
亦
其
基
礎
ヲ
生
物
学
一
一
取
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
説
ハ
ダ
ア
ウ
ヰ
ン
氏
ノ
説
ヲ
紹
述
シ
来
ダ
ル
科
学
ノ
カ
ナ
リ
彼
ノ

空
理
妄
談
ヨ
リ
流
し
来
ル
モ
ノ
’
一
非
ス
」
（
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
藤
に
と
っ
て
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
は
不
易
の
理
と
し
て
、
不

変
の
真
理
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
と
は
、
明
治
初
、
中
期
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ

ニ
ズ
ム
、
生
物
学
主
義
に
他
な
ら
な
い
。
後
藤
は
、
「
抑
化
育
大
本
不
易
ナ
ル
理
卜
〈
其
レ
何
ヲ
謂
フ
乎
已
一
一
述
ル
カ
如
ク
此
十
九
世
紀
｝
一
於
テ

発
見
シ
タ
ル
進
化
説
是
ナ
リ
其
理
必
然
ナ
ル
ア
レ
ハ
則
殊
途
同
轍
二
帰
シ
其
言
至
当
ナ
ル
ァ
レ
ハ
則
時
代
ノ
古
今
ヲ
論
セ
ス
相
応
ス
ル
コ
ト
合
符

ノ
如
シ
ト
ハ
其
レ
進
化
説
ノ
謂
乎
」
（
一
五
頁
）
と
し
て
、
進
化
論
を
不
変
不
易
の
真
理
、
そ
れ
も
、
自
然
と
社
会
と
心
理
の
全
般
に
適
用
さ
れ

一一一一今一

月|」月Ij月I」H1」月1J

掲掲掲掲掲
る
法
則
と
見
な
し
た
。

（
二
六
）
、
五
八
○
頁
。

（
二
六
）
、
五
八
○
頁
、

（
二
六
）
、
五
八
一
頁
。

（
二
六
）
、
五
八
三
頁
、

（
二
六
）
、
五
八
四
頁
。

五
八
三
頁
’
五
八
四
頁
。

五
八
○
頁
、
く
五
八
一
頁
。
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会合
eひ

前
掲
（
三
五
）
、
二
二
頁
。

前
掲
（
三
五
）
、
二
一
頁
’
二
二
頁
。

後
藤
新
平
「
衛
生
と
資
本
」
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』

前
掲
（
四
三
）
、
六
○
六
頁
。

な
お
、
佐
口
卓
氏
の
一

で
は
、
「
本
会
紀
事
」
の
帝

て
い
る
演
説
筆
記
の
題
は

前
掲
（
三
五
）
、
一
五
頁
。

前
掲
（
三
五
）
、
一
五
頁
、

前
掲
（
三
五
）
、
一
六
頁
、

前
掲
（
三
五
）
、
二
一
頁
。

前
掲
（
三
五
）
、
二
○
頁
。

前
掲
（
四
三

前
掲
（
四
三

前
掲
（
四
三

鶴
見
祐
輔
『

日
野
秀
逸
「

六
十
一
年
）
。

前
掲
（
四
媚

前
掲
（
四
七
）
、
八
○
一
頁
。

後
藤
は
「
職
業
衛
生
法
」
を
発
表
す
る
以
前
か
ら
、
自
ら
の
衛
生
行
政
の
基
調
を
富
国
強
兵
と
治
安
に
置
い
て
い
た
。
「
愛
衆
社
設
立
の
告
示
」

（
明
治
十
三
年
）
で
は
、
「
畢
寛
吾
党
ノ
正
鵠
〈
、
他
日
衛
生
医
事
ノ
議
会
ヲ
起
ス
ノ
権
輿
一
一
シ
テ
、
公
衆
ヲ
壽
域
二
導
キ
、
富
国
強
兵
ノ
ー
助
ト

ナ
サ
ン
ト
ス
ル
’
一
非
サ
ル
ハ
ナ
シ
」
（
鶴
見
、
前
掲
（
四
七
）
、
二
六
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
翌
十
四
年
に
は
「
連
合
公
立
医
学
校
設
立
之

儀
ニ
付
建
白
」
に
お
い
て
、
「
海
ノ
内
外
ト
ナ
ク
、
陸
ノ
東
西
ト
ナ
ク
、
筍
モ
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
ノ
大
策
ヲ
計
画
セ
ン
ト
ナ
ラ
ハ
、
必
ス
先

シ
其
身
体
ノ
健
全
ヲ
慮
一
フ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
（
前
掲
（
四
七
）
、
二
七
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
後
年
の
「
職
業
衛
生
法
」
の
よ
う
な
明
瞭
な
認
識

に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
方
向
性
は
富
国
強
兵
・
治
国
平
天
下
、
す
な
わ
ち
、
富
国
強
兵
・
治
安
維
持
を
示
し
て
い
る
。

（
四
三
）
、
六
○
八
頁
。

（
四
三
）
、
六
一
一
頁
’
六
一
二
頁
。

”
輔
『
後
藤
新
平
』
第
一
巻
、
七
八
二
頁
、
後
藤
新
平
伯
伝
記
編
纂
会
、
昭
和
十
二
年
。

狗
逸
「
医
療
政
策
思
想
史
ノ
ー
ト
」
第
一
七
回
、
第
一
八
回
、
『
月
刊
保
団
連
』
第
二
三
八
号

佐
口
卓
氏
の
『
日
本
社
会
保
険
制
度
史
」
で
は
、
演
説
の
題
を
「
労
工
疾
病
保
険
法
」
と
し
て
い
る
が
、
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』

半
会
紀
事
」
の
項
に
「
後
藤
新
平
君
（
疾
病
保
険
法
）
ノ
演
説
ア
リ
」
（
一
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
論
説
」
の
項
に
収
め
ら
れ

説
筆
記
の
題
は
「
疾
病
の
保
険
法
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
本
論
に
あ
た
る
演
説
筆
記
の
題
を
採
る
こ
と
に
す
る
。

五
頁
’
一

六
頁
’
一

七六

頁頁
DQ

第
一
五
七
号
、
明
治
二
十
九
年
。

（
昭
和
六
十
一
年
）
、
第
二
四
四
号
（
昭
和
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（
三
）
当
時
は
、
労
働
者
と
貧
民
あ
る
い
は
職
人
は
同
一
視
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
九
年
か
ら
三
十
一
年
に
か
け
て
執
筆
し
た
論
稿

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
横
山
源
之
助
の
『
日
本
の
下
層
社
会
』
で
は
、
細
民
と
い
う
総
称
の
下
に
、
貧
民
（
日
雇
、
車
夫
、
く
づ
ひ
ろ
い
な
ど
）
、

職
人
、
手
工
業
労
働
者
（
織
物
工
女
な
ど
）
、
機
械
工
場
労
働
者
（
綿
紡
績
、
鉄
鋼
な
ど
）
、
小
作
人
の
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
含
め
て
い
る
。

（
三
）
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
職
業
衛
生
法
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
「
職
業
衛
生
法
」
を
、
後
藤
の
政
策
論
の
画
期
を
な
す
も
の
と
し
て
重
視

し
た
研
究
者
は
既
に
存
在
し
て
い
る
。

信
夫
情
三
郎
氏
は
、
『
後
藤
新
平
ｌ
科
学
的
政
治
家
の
生
涯
ｌ
』
（
博
文
館
、
昭
和
十
六
年
）
に
お
い
て
、
「
後
藤
新
平
の
社
会
政
策
論
が
…
…

体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
論
稿
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
明
治
二
十
一
年
’
二
十
二
年
の
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
職
業
衛

生
法
」
が
最
初
で
あ
ろ
う
」
（
七
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
図
書
の
巻
末
に
附
録
と
し
て
「
職
業
衛
生
法
」
の
連
載
第
一
回
分
を
中
心

に
し
て
、
抄
録
を
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
留
学
や
日
清
戦
争
を
経
た
後
藤
の
一
貫
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

注
（
一
）
の
『
近
代
医
療
保
護
事
業
発
達
史
』
（
上
）
は
、
太
田
鼎
三
氏
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
・
後
藤
新
平
を
高
く
評
価
し
、
後
藤
に
関

す
る
記
述
に
多
く
の
ス
・
ヘ
ー
ス
を
割
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
太
田
氏
は
「
職
業
衛
生
法
」
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
斯
く
の
如
く
国
家

的
社
会
的
見
地
よ
り
、
綾
を
数
百
言
を
用
ひ
て
労
働
力
の
保
持
培
養
、
殖
産
興
業
の
維
持
発
展
及
び
国
家
富
強
の
要
素
と
し
て
衛
生
施
策
の
急
施

を
述
べ
て
い
る
の
は
蓋
し
卓
見
で
あ
っ
て
、
此
の
方
面
に
注
意
を
向
け
る
者
の
殆
ん
ど
な
か
っ
た
時
代
に
於
て
、
早
く
も
労
働
者
の
健
康
保
護
の

為
め
の
社
会
的
施
設
の
必
要
を
唱
道
し
た
彼
は
、
正
に
時
代
の
先
覚
者
と
称
す
べ
き
で
あ
る
」
（
一
五
五
頁
）
。

し
か
し
太
田
氏
の
評
価
に
は
、
治
安
維
持
の
視
点
へ
の
言
及
が
な
い
。
ま
た
、
一
連
の
後
藤
の
衛
生
行
政
の
発
言
を
検
討
し
て
い
る
が
、
「
職

業
衛
生
法
」
以
来
の
一
貫
性
を
指
摘
し
て
い
る
記
述
は
ま
っ
た
く
な
い
（
と
く
に
、
一
七
四
頁
’
一
七
五
頁
、
一
八
五
頁
’
一
八
六
頁
、
二
二
八

頁
’
二
二
九
頁
）
。
さ
ら
に
、
太
田
氏
に
あ
っ
て
は
日
清
戦
争
後
の
後
藤
の
伊
藤
へ
の
一
連
の
建
議
も
、
中
産
階
級
重
視
論
と
し
て
把
握
さ
れ
て

い
る
（
一
六
一
頁
’
一
六
二
頁
、
一
七
五
頁
）
。

注
（
一
八
）
の
布
施
昌
一
氏
の
「
後
藤
新
平
に
お
け
る
衛
生
論
の
人
間
的
展
開
」
（
３
）
（
『
日
本
医
事
新
報
』
、
第
二
五
三
四
号
、
昭
和
四
十
七

年
十
一
月
十
八
日
）
で
は
、
「
こ
の
職
業
衛
生
法
」
は
、
そ
の
内
容
が
時
代
的
価
値
に
お
い
て
も
す
ぐ
れ
て
い
る
し
、
以
後
の
後
藤
の
社
会
政
策

論
、
お
よ
び
こ
の
方
面
で
の
具
体
的
行
動
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
記
憶
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
」
（
六
八
頁
）
と
評
価
し
て
い

る
。
し
か
し
、
布
施
氏
の
場
合
も
、
生
産
力
視
点
と
治
安
対
策
視
点
を
兼
備
し
た
総
合
性
へ
の
指
摘
は
承
ら
れ
ず
、
以
後
の
発
言
ま
で
の
一
貫
性

に
つ
い
て
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

（
国
立
公
衆
衛
生
院
衛
生
行
政
学
部
）
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OntheconsistencyofShinpeiGoto'stheoriesof

sanitaryadministration

ShuitsuHINO

ShinpeiGotowasadistinguishedfigureinthehistoryofJapanesepublichealthadministration.He
wasfamousasatheoristorideologueinthisfield.

IthasbeenpopularlyacceptedthatGoto'stheorywaslarJlychangedafterhisstudyinGermany

andduringtheSinoJapaneseWar.

Hismainaimsregardingsanitaryadministrationweretopromoteproductivefbrcesandtomaintain

socialharmony・Accordingtohismainaims,thetargetsofhispolicywerethelabourersandthepoor.
Thefhndamentalstructureofhissanitaryadministrationtheorywasconsistentatleastfi､oml888

tol898.Betweenl888tol898hismajorarticlcsonsanitaryadministrationwerepublished,namely,

c6ShokugyoEiseiho''(1888),"ShippeinoHokenho"(1892),"EiseitoShihon"(1896)and"KyusaiEisei
SeidonikansuruIken"(1898).

Judgingfi･omanalysisofthesearticles,histheoreticalstructurewasunchanged.

（
の
函
）

、
⑭
の


